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上
博
楚
簡

『
戦
国
楚
簡
研
究
2
0
0
 
5
』
(
『
中
国
研
究
集
刊
』
別
冊
特
集
号
〈
総
38
号〉）

『
曹
沫
之
陳
』

『
曹
沫
之
陳
』
の
文
献
整
理

『
上
海
博
物
館
蔵
戦
國
楚
竹
書
（
四
）
』
（
上
海
古
籍
出
版
社
・

0
0
四
年
・
十
二
月
）
に
は
、
『
曹
沫
之
陳
』
が
収
録
さ
れ
て
い

る
。
『
曹
沫
之
陳
』
は
こ
れ
ま
で
亡
侠
し
て
い
た
兵
法
書
で
あ
り
、

そ
こ
に
は
『
孫
子
』
を
始
め
と
す
る
伝
世
の
兵
法
書
と
は
異
質
な
兵

学
が
説
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
小
論
で
は
『
曹
沫
之
陳
』
に
見
え
る

兵
学
思
想
の
特
色
を
探
る
こ
と
と
し
た
い
。

『
曹
沫
之
陳
』
は
、
完
簡
二
十
本
、
上
半
部
と
下
半
部
を
綴
合

し
た
整
簡
二
十
五
本
、
残
簡
二
十
本
の
合
計
六
十
五
本
か
ら
成
る
。

た
だ
し
整
簡
の
幾
つ
か
に
つ
い
て
は
、
綴
合
に
疑
問
も
残
さ
れ
て

い
る
。
簡
長
は
約
四
七
•
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
、
編
綾
は
三
道
、

上
下
端
は
平
斉
で
あ
る
。
第
二
簡
の
背
に
「
曹
沫
之
陳
」
と
篇
題
が
記

さ
れ
る
。
検
討
に
先
立
ち
、
竹
簡
の
整
理
と
解
読
を
担
当
し
た
李
零
氏
の

魯
の
荘
公
は
将
に
大
鐘
を
為
ら
ん
と
し
て
、
型
既
に
成
る
。

釈
文
と
排
列
に
、
筆
者
の
私
見
に
よ
る
修
改
を
加
え
た
形
で
、
以

下
に
全
文
を
示
す
。
段
落
ご
と
に
附
し
た
番
号
は
、
竹
簡
の
接
続

状
況
に
応
じ
て
筆
者
が
適
宜
附
け
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
『
曹
沫

之
陳
』
に
は
隷
定
や
解
釈
の
難
し
い
箇
所
が
多
数
存
在
す
る
た
め
、

段
落
ご
と
に
そ
の
主
な
も
の
を
選
ん
で
、
筆
者
の
考
え
を
示
し
て

置
く
。

の
兵
学
思
想

(
1
)
 

魯
荘
公
将
為
大
鐘
、
型
既
成
突
。
曹
沫
入
見
日
、
昔
周
室
之

邦
魯
、
東
西
七
百
、
南
北
五
百
、
非
①
山
非
澤
、
亡
有
不
民
。

今
邦
禰
小
而
鐘
愈
大
。
君
其
圏
之
。
昔
発
之
開
舜
也
、
飯
於

土
蓋
、
獣
於
土
鋼
、
②
而
撫
有
天
下
。
此
不
貧
於
美
而
富
於

應
敗
。
昔
周
口
…
…
…
③

平
成
十
七
年
十
二
月
一
六

0
—
一
九
五
頁

浅

野

裕
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曹
沫
は
入
り
て
見
え
て
日
く
、
昔
え
周
室
の
魯
に
邦
せ
し
む

る
や
、
東
西
七
百
、
南
北
五
百
に
し
て
、
山
に
非
ず
沢
に
非

ざ
れ
ば
、
民
な
ら
ざ
る
こ
と
有
る
こ
と
亡
し
。
今
、
邦
は
禰

い
よ
小
さ
く
し
て
鐘
は
愈
い
よ
大
な
り
。
君
其
れ
之
を
図
れ
。

く

ら

の

昔
え
党
の
舜
を
舞
す
る
や
、
土
蓋
に
飯
い
、
土
鋼
に
獣
む
も
、

撫
し
て
天
下
を
有
て
り
。
此
れ
美
に
貧
し
く
し
て
應
に
富
め

あ
ら

る
に
は
不
ざ
る
か
。
昔
え
周
□
…
…
…

魯
の
宮
殿
に
入
っ
た
曹
沫
は
、
周
王
室
か
ら
封
建
さ
れ
た
当
時

の
領
土
が
縮
小
し
て
い
く
現
状
を
省
み
ず
、
音
楽
に
お
ぼ
れ
て
大

鐘
を
製
作
せ
ん
と
す
る
荘
公
の
姿
勢
を
批
判
す
る
。
そ
の
た
め
、

発
が
倹
約
に
徹
し
な
が
ら
天
下
を
所
有
し
た
例
を
引
き
、
そ
れ
を

「
美
に
貧
し
く
し
て
應
に
富
む
」
や
り
方
だ
と
賞
賛
し
て
、
荘
公

に
節
用
を
要
請
す
る
。
「
昔
周
□
…
…
…
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
お

そ
ら
く
こ
の
後
に
、
周
の
文
王
・
武
王
も
節
用
を
実
践
し
、
奢
修

に
耽
る
殷
の
紺
王
を
倒
し
て
天
下
を
所
有
し
た
と
す
る
例
も
引
か
れ

て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

(
2
)
 

…
…
…
今
天
下
之
君
子
既
可
知
巳
。
執
能
井
兼
人
④
哉
。
曹

沫
日
、
君
其
母
惧
゜
臣
聞
之
日
、
郡
邦
之
君
明
、
則
不
可
以

不
修
政
而
善
於
民
。
不
然
任
亡
焉
。
⑮
郡
邦
之
君
亡
道
、
則

亦
不
可
以
不
修
政
而
善
於
民
。
不
然
亡
以
取
之
。
荘
公
日
、

昔
池
舶
（
施
伯
）
語
寡
人
日
、
①
君
子
得
之
失
之
、
天
命
。

今
異
於
爾
言
。
曹
沫
日
、
【
非
】
不
同
突
。
臣
是
故
不
敢
以
古

答
。
然
而
古
亦
⑦
有
大
道
焉
。
必
恭
倹
以
得
之
、
而
駿
泰
以

失
之
。
君
言
亡
以
異
於
臣
之
言
。
君
弗
盛
。
臣
聞
之
日
、
君

⑧
子
以
賢
稲
而
失
之
、
天
命
。
以
亡
道
稲
而
没
身
就
死
、
亦

天
命
。
不
然
、
君
子
以
賢
稲
、
昴
有
弗
⑨
得
。
以
亡
道
稲
、

昂
有
弗
失
。
荘
公
日
、
曼
哉
、
吾
聞
此
言
。
乃
命
毀
鐘
型
而

聴
邦
政
。
不
書
一
1
0
寝
、
不
飲
酒
、
不
聴
栗
。
居
不
設
席
、
食

不
二
味
、
い
…
…
•
•

:
・
…
…
今
、
天
下
の
君
子
既
に
知
る
べ
き
の
み
。
執
か
能
＜

う
れ

人
を
井
兼
せ
ん
や
と
。
曹
沫
日
く
、
君
其
れ
惧
う
る
母
れ
。

臣
之
を
聞
き
て
日
く
、
郡
邦
の
君
明
な
れ
ば
、
則
ち
以
て
政

を
修
め
て
民
に
善
く
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
然
ら
ず
ん
ば
亡
ぶ

に
任
せ
ん
。
郡
邦
の
君
亡
道
な
れ
ば
、
則
ち
亦
た
以
て
政
を

修
め
て
民
に
善
く
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
然
ら
ず
ん
ば
以
て
之

を
取
る
こ
と
亡
し
と
。
荘
公
日
く
、
昔
施
伯
は
寡
人
に
語
り

て
日
く
、
君
子
の
之
を
得
る
と
之
を
失
う
と
は
、
天
命
な
り

と
。
今
、
爾
が
言
と
異
な
れ
り
と
。
曹
沫
日
く
、
同
じ
か
ら

ざ
る
に
は
【
非
ざ
る
】
な
り
。
臣
是
の
故
に
敢
え
て
古
え
を

以
て
答
え
ざ
ら
ん
や
。
然
り
而
う
し
て
古
え
に
も
亦
た
大
道
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有
り
。
必
ず
恭
倹
に
し
て
以
て
之
を
得
、
縞
泰
に
し
て
以
て

之
を
失
う
。
君
が
言
は
以
て
臣
の
言
に
異
な
る
こ
と
亡
し
。

君
は
尽
く
さ
ず
。
臣
は
之
を
聞
き
て
日
く
、
君
子
賢
を
以
て

称
え
ら
れ
て
之
を
失
う
は
、
天
命
な
り
。
亡
道
を
以
て
称
え

ら
れ
て
身
を
没
し
て
死
に
就
く
も
、
亦
た
天
命
な
り
。
然
ら

な
ん

ず
ん
ば
、
君
子
賢
を
以
て
称
え
ら
れ
て
、
昴
ぞ
得
ざ
る
こ
と

有
ら
ん
や
。
亡
道
を
以
て
称
え
ら
れ
て
、
昴
ぞ
失
わ
ざ
る
こ

う
か
つ

と
有
ら
ん
や
と
。
荘
公
日
く
、
曼
な
る
か
な
、
吾
此
の
言
を

聞
け
り
と
。
乃
ち
鐘
型
を
毀
つ
を
命
じ
て
邦
の
政
を
聴
く
。

昼
に
寝
ね
ず
、
酒
を
飲
ま
ず
、
楽
を
聴
か
ず
。
居
る
に
席
を

設
け
ず
、
食
う
に
二
味
せ
ず
。
…
…
…

第
三
簡
と
第
四
簡
の
間
に
は
、
曹
沫
が
荘
公
に
対
し
て
、
奪
わ

れ
た
領
土
を
回
復
す
る
た
め
に
、
斉
に
戦
い
を
挑
む
よ
う
勧
め
る

内
容
を
記
す
脱
簡
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
荘
公

は
、
斉
が
大
国
で
魯
が
小
国
な
の
は
、
天
下
の
君
子
の
周
知
す
る

と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
努
力
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
失
地
を
奪
い

返
す
こ
と
な
ど
不
可
能
だ
と
応
答
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
第
四
簡
の

末
尾
は
、
対
斉
戦
を
渋
る
荘
公
の
答
え
の
一
部
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
曹
沫
は
、
も
し
隣
国
の
君
主
が
聡
明
で
あ
れ
ば
、

善
政
を
布
い
て
国
内
を
結
束
さ
せ
、
隣
国
に
併
合
さ
れ
る
事
態
を

防
が
ね
ば
な
ら
ず
、
逆
に
隣
国
の
君
主
が
暗
愚
で
あ
っ
て
も
、
や

は
り
善
政
を
布
い
て
国
内
を
結
束
さ
せ
る
べ
き
で
、
そ
う
し
な
い

と
せ
っ
か
く
隣
国
の
君
主
が
暗
愚
で
あ
っ
て
も
、
領
土
を
奪
え
な

く
な
る
と
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
曹
沫
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
君
主
の

人
為
的
努
力
は
不
可
欠
で
、
国
内
統
治
に
意
を
用
い
さ
え
す
れ
ば

失
地
の
回
復
は
可
能
だ
と
説
得
し
た
の
で
あ
る
。
だ
が
荘
公
は
、

君
子
が
得
る
の
も
失
う
の
も
天
命
だ
と
す
る
謀
臣
・
施
伯
の
言
を

引
き
、
自
分
が
領
土
を
失
っ
た
の
も
天
命
の
せ
い
だ
と
し
て
、
依

然
と
し
て
失
地
回
復
の
勧
め
に
否
定
的
態
度
を
示
す
。

す
る
と
曹
沫
は
、
次
の
よ
う
な
論
理
で
反
駁
す
る
。
人
間
世
界

に
は
、
恭
倹
で
あ
れ
ば
得
る
し
、
瞬
慢
で
安
泰
を
貪
れ
ば
失
う
と

の
明
確
な
因
果
律
が
あ
る
。
こ
の
人
間
世
界
の
因
果
律
が
当
て
は

ま
ら
ず
、
賢
者
だ
と
称
え
ら
れ
な
が
ら
失
っ
た
り
、
無
道
だ
と
非

難
さ
れ
な
が
ら
天
寿
を
全
う
す
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
人
間
世

界
だ
け
で
自
己
完
結
し
て
い
な
い
以
上
、
天
命
が
介
入
し
て
き
た

結
果
だ
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
も
し
こ
う
し
た
天
命
が
存
在
せ

ず
、
前
記
の
因
果
律
が
常
に
人
間
世
界
内
部
で
の
み
自
己
完
結
す

る
の
で
あ
れ
ば
、
賢
者
は
必
ず
得
る
し
、
無
道
は
必
ず
失
う
の
だ

が
、
実
際
に
は
そ
う
で
な
い
場
合
が
あ
る
。
そ
れ
で
は
あ
な
た
は
、

努
力
し
続
け
て
賢
者
だ
と
称
え
ら
れ
な
が
ら
、
天
命
の
せ
い
で
失

っ
た
実
例
な
の
か
。
（
あ
な
た
は
努
力
し
て
賢
者
だ
と
称
え
ら
れ
て

は
い
な
い
の
だ
か
ら
、
天
命
の
事
例
に
該
当
し
な
い
の
で
は
な
い

か）。
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こ
こ
で
曹
沫
が
語
る
論
理
の
う
ち
、
努
力
は
必
ず
報
わ
れ
る
と

の
人
間
世
界
の
因
果
律
を
説
く
と
こ
ろ
ま
で
は
、
「
昔
は
上
世
の
暴

王
、
其
の
耳
目
の
淫
、
心
涼
の
辟
に
忍
ば
ず
、
其
の
親
戚
に
順
わ
ず
。

遂
に
以
て
国
家
を
亡
失
し
、
社
稜
を
傾
覆
す
。
我
れ
罷
不
肖
に
し
て
、

政
を
為
す
こ
と
善
か
ら
ざ
れ
ば
な
り
と
日
う
を
知
ら
ず
し
て
、
必
ず

吾
が
命
固
よ
り
之
を
失
え
ば
な
り
と
日
う
」
（
『
墨
子
』
非
命
上
篇
）

と
す
る
、
墨
家
の
非
命
説
に
極
め
て
よ
く
似
た
性
格
を
示
す
（
注
1
)
0

だ
が
曹
沫
の
論
理
に
は
、
こ
の
因
果
律
が
常
に
貫
徹
す
る
わ
け

で
は
な
く
、
実
際
の
世
の
中
に
は
、
賢
者
が
失
敗
し
た
り
、
無
道

な
者
が
失
敗
せ
ず
に
済
む
実
例
が
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
、
そ
れ

を
天
命
が
介
入
し
た
せ
い
だ
と
し
て
処
理
す
る
論
理
も
用
意
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
天
命
に
関
す
る
論
理
は
、
「
天
有
り
人
有
り
。
天
と

人
に
は
分
有
り
。
天
人
の
分
に
察
ら
か
な
れ
ば
、
而
ち
行
う
べ
き

を
知
る
。
其
の
人
有
る
も
、
其
の
世
亡
け
れ
ば
、
賢
と
雖
も
行
わ

れ
ず
。
荀
も
其
の
世
有
ら
ば
、
何
の
難
き
こ
と
之
れ
有
ら
ん
や
」
と

か
、
「
遇
と
不
遇
と
は
天
な
り
」
「
窮
達
は
時
を
以
て
す
」
と
い
っ

た
、
『
窮
達
以
時
』
に
似
た
性
格
を
示
し
て
い
る
。

た
だ
し
『
窮
達
以
時
』
の
天
は
、
時
世
・
時
勢
の
意
味
で
あ
っ

て
、
上
天
が
直
接
命
令
を
下
し
た
と
の
性
格
が
前
面
に
出
て
き
て

は
い
な
い
（
注
2
)
。
こ
れ
に
対
し
て
曹
沫
の
論
理
は
、
(
1
6
)
に
「
吾

れ
の
戦
う
は
敵
天
命
に
順
わ
ざ
れ
ば
な
り
」
と
あ
る
こ
と
を
勘
案

す
れ
ば
、
上
天
が
直
接
下
し
た
命
令
だ
と
す
る
意
味
合
い
が
強
い

と
思
わ
れ
、
こ
の
点
で
は
『
窮
達
以
時
』
と
は
少
し
く
異
な
っ
て

い
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
曹
沫
の
論
理
が
、
人
為
的
努
力
は
必
ず
好

結
果
を
も
た
ら
す
と
の
人
間
世
界
内
部
の
因
果
律
の
領
域
と
、
そ

れ
が
貫
徹
し
な
い
天
命
の
領
域
を
併
存
さ
せ
る
構
造
を
備
え
る
点

は
、
従
来
見
ら
れ
な
か
っ
た
特
色
で
、
古
代
思
想
史
の
上
で
注
目

す
べ
き
内
容
で
あ
ろ
う
。
こ
の
曹
沫
の
論
理
に
接
し
た
荘
公
は
、

迂
闊
だ
っ
た
と
反
省
し
、
昼
寝
・
飲
酒
•
音
楽
・
奢
修
を
止
め
、

国
内
統
治
に
精
励
し
始
め
る
。

な
お
「
不
同
突
」
の
上
の

し
て
補
っ
て
置
い
た
。

(
3
)
 

…
…
…
兼
愛
萬
民
、
而
亡
有
私
也
。
還
年
而
問
於
曹

m沫
日
、

吾
欲
典
齊
戦
。
問
陳
羹
如
、
守
邊
城
羹
如
。
曹
沫
答
日
、
臣

ヽ`＇，

聞
之
、
有
固
謀
而
亡
固
城
1
3
、
有
克
政
而
亡
克
陳
。
三
代
之

（
 

陳
皆
存
、
或
以
克
、
或
以
亡
。
且
臣
聞
之
、
小
邦
慮
大
邦
之

、̀'／

間
、
敵
邦
1
4（
 

…
…
…
万
民
を
兼
愛
し
て
、
私
有
る
こ
と
亡
き
な
り
。
還
年

に
し
て
曹
沫
に
問
い
て
日
く
、
吾
は
斉
と
戦
わ
ん
と
欲
す
。

問
う
、
陳
す
る
は
羹
如
、
辺
城
を
守
る
は
築
如
と
。
曹
沫
答

字
は
、
文
意
か
ら
「
非
」
と
推
定
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え
て
日
く
、
臣
之
を
聞
く
、
固
き
謀
有
る
も
固
き
城
亡
く
、

克
政
有
る
も
克
陳
亡
し
と
。
三
代
の
陳
は
皆
存
す
る
も
、
或

い
は
以
て
克
ち
、
或
い
は
以
て
亡
ぶ
。
且
つ
臣
之
を
聞
く
、

小
邦
の
大
邦
の
間
に
処
る
や
、
敵
邦
…
…
…

第
十
一
簡
と
第
十
二
簡
の
欠
損
部
分
に
は
、
国
内
統
治
に
精
励

す
る
荘
公
の
姿
が
記
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
第
十
二
簡
の
「
兼

愛
萬
民
、
而
亡
有
私
也
」
は
そ
の
部
分
の
末
尾
で
あ
ろ
う
。

一
度
は
斉
に
対
す
る
復
響
戦
に
難
色
を
示
し
た
荘
公
は
、
国
内

統
治
に
精
励
し
た
後
、
つ
い
に
斉
と
戦
う
決
心
を
し
、
曹
沫
に
陣

法
と
守
城
法
を
質
問
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
大
鐘
の
製
作
を
め

ぐ
る
問
答
は
、
陣
法
に
関
す
る
両
者
の
問
答
を
導
く
た
め
の
伏
線

で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
ま
た
以
下
に
述
べ
ら
れ
る
陣
法
が
、

魯
と
斉
の
戦
い
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
示
さ
れ
て
い

る。
荘
公
の
質
問
に
対
し
、
曹
沫
は
陣
法
や
守
城
法
よ
り
も
、
ま
ず

国
内
の
結
束
を
固
め
る
施
策
の
方
が
重
要
だ
と
答
え
る
。
な
お
「
三

代
之
陳
皆
存
」
と
の
発
言
は
、
夏
・
殷
・
周
三
代
の
陣
法
と
称
す

る
兵
法
書
が
流
伝
し
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
て
興
味
深
い
。

(
4
)
 

…
…
…
其
食
足
以
食
之
、
其
兵
足
以
利
之
、
其
城
固
1
5
足
以

拝
之
。
上
下
和
且
輯
、
癖
紀
於
大
國
、
大
國
親
之
、

‘‘,’. 6
 

．．．．．． 
ー（
 

天
下
…

…
…
…
其
の
食
足
ら
ば
以
て
之
を
食
し
、
其
の
兵
足
ら
ば
以ふせ

て
之
を
利
く
し
、
其
の
城
の
固
き
こ
と
足
ら
ば
以
て
之
に
拝

つ
ど

ぐ
。
上
下
和
し
て
且
つ
輯
わ
ば
、
大
国
に
癖
紀
し
て
、
大
国

之
に
親
み
、
天
下
…
…
…

こ
こ
に
は
国
内
の
結
束
を
固
め
て
大
国
と
友
好
的
な
関
係
を
築

く
た
め
の
具
体
的
方
策
が
述
べ
ら
れ
る
が
、
前
後
が
残
欠
し
て
い

て
本
来
の
位
置
が
不
明
で
あ
る
た
め
、
全
体
の
文
意
も
明
確
で
は

な
い
。

(
5
)
 

交
地
不
可
以
先
作
怨
゜
彊
地
母
先
必
取
口
焉
。
所
以
距
邊
。

母
愛
貨
資
子
女
、
以
事
其
1
7
便
嬰
。
所
以
距
内
。
城
郭
必
修
、

繕
甲
利
兵
、
必
有
戦
心
以
守
。
所
以
為
長
也
。
且
臣
之
聞
之
、

不
和
1
8
於
邦
、
不
可
以
出
豫
。
不
和
於
豫
、
不
可
以
出
陳
。

、̀＇’’

不
和
於
陳
、
不
可
以
戦
。
是
故
夫
陳
者
、
三
教
之
1
9
末
。
君

（
 

必
不
已
、
則
由
其
本
乎
。
荘
公
日
、
為
和
於
邦
如
之
何
。
曹

）
 

沫
答
日
、
母
獲
民
時
、
母
奪
民
利
2
0
。
申
功
而
食
、
刑
罰
有

（
 

睾
、
而
賞
爵
有
應
。
凡
畜
翠
臣
、
貴
賤
同
待
、
腺
母
負
。
詩
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於
有
之
日
、
登
2
1
弟
君
子
、
民
之
父
母
。
此
所
以
為
和
於
邦
。‘,'’ 

荘
公
日
、
為
和
於
豫
如
何
。
曹
沫
日
、
三
軍
出
、
君
自
率
22
、
（
 

必
緊
翠
有
司
而
告
之
。
二
三
子
勉
之
、
過
不
在
子
在
【
君
】
。

）
 

期
會
之
不
難
、
所
以
為
和
於
豫
。
荘
公
又
問
2
3
。
為
和
於
陳

（
 

如
何
。
答
日
、
車
間
容
伍
、
伍
間
容
兵
、
貴
有
常
゜
凡
貴
人

思
慮
前
位
一
行
。
後
則
見
亡
。
進
2
4
必
有
二
将
軍
。
無
将
軍

必
有
敷
獄
大
夫
、
無
袢
大
夫
必
有
敷
大
官
之
師
、
公
孫
公
子
。

‘,'‘ 

凡
有
司
率
長
2
5
、
伍
之
間
必
有
公
孫
公
子
。
是
謂
軍
紀
。
五

（
 

人
以
伍
、
萬
人
⑱
【
以
軍
】
…
…
…

交
地
に
は
以
て
先
に
怨
を
作
す
べ
か
ら
ず
。
腫
地
に
は
先
ん

ず
る
こ
と
母
く
し
て
必
ず
口
を
取
れ
。
辺
を
距
つ
る
所
以
な

り
。
貨
資
子
女
を
愛
む
こ
と
母
く
、
以
て
其
の
便
嬰
に
事
う
。

内
を
距
つ
る
所
以
な
り
。
城
郭
必
ず
修
ま
り
、
甲
を
繕
い
兵

を
利
く
し
て
、
必
ず
戦
心
有
り
て
以
て
守
る
。
長
を
為
す
所

以
な
り
。
且
つ
臣
之
を
聞
け
り
。
邦
に
和
せ
ざ
れ
ば
、
以
て

豫
を
出
だ
す
べ
か
ら
ず
。
豫
に
和
せ
ざ
れ
ば
、
以
て
陳
を
出

だ
す
べ
か
ら
ず
。
陳
に
和
せ
ざ
れ
ば
、
以
て
戦
う
べ
か
ら
ず

と
。
是
の
故
に
夫
の
陳
な
る
者
は
、
三
教
の
末
な
り
。
君
必

ず
已
ま
ざ
れ
ば
、
則
ち
其
の
本
に
由
ら
ん
か
と
。
荘
公
日
＜
、

和
を
邦
に
為
す
は
之
れ
如
何
と
。
曹
沫
答
え
て
日
く
、
民
の

あ
や
ま

時
を
獲
つ
こ
と
母
か
れ
、
民
の
利
を
奪
う
こ
と
母
か
れ
。
功

を
申
べ
て
食
わ
せ
、
刑
す
る
に
は
皐
有
る
を
罰
し
、
賞
す
る

に
は
應
有
る
に
爵
す
。
凡
そ
翠
臣
を
畜
う
は
、
貴
賎
も
待
を

同
し
く
し
て
、
禄
す
る
に
負
う
こ
と
母
か
れ
。
詩
に
之
有
り

て
日
く
、
登
弟
の
君
子
は
、
民
の
父
母
と
。
此
れ
和
を
邦
に

為
す
所
以
な
り
と
。
荘
公
日
く
、
和
を
豫
に
為
す
は
如
何
と
。

曹
沫
日
く
、
三
軍
出
づ
る
と
き
は
、
君
自
ら
率
い
、
必
ず
草
・

有
司
を
漿
め
て
之
に
告
ぐ
。
二
三
子
之
に
勉
め
よ
、
過
ち
は

子
に
在
ら
ず
し
て
【
君
に
】
在
り
と
。
会
せ
ん
こ
と
を
期
す

る
の
難
か
ら
ざ
る
は
、
和
を
豫
に
為
す
所
以
な
り
と
。
荘
公

又
た
問
う
。
和
を
陳
に
為
す
は
如
何
と
。
答
え
て
日
く
、
車

間
に
伍
を
容
れ
、
伍
間
に
兵
を
容
れ
、
常
有
る
を
貴
ぶ
。
凡

そ
貴
人
は
前
位
の
一
行
に
処
ら
ん
こ
と
を
思
う
。
後
る
れ
ば

則
ち
亡
ぶ
を
見
ん
。
進
む
に
は
必
ず
二
将
軍
有
り
。
将
軍
無

け
れ
ば
必
ず
数
獄
大
夫
有
り
、
神
大
夫
無
け
れ
ば
必
ず
数
大

官
の
師
・
公
孫
公
子
有
り
。
凡
そ
有
司
・
率
長
は
、
伍
の
間

に
必
ず
公
孫
公
子
有
り
。
是
を
軍
紀
と
謂
う
。
五
人
は
伍
を

以
て
し
、
万
人
は
【
軍
を
以
て
す
】
…
…
…

「
交
地
」
は
、
帰
属
す
る
国
家
が
度
々
変
わ
り
、
両
国
の
勢
力
が

交
叉
す
る
土
地
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
向
背
が
一
定
し
な
い
の
で
、

相
手
の
怨
み
を
買
う
よ
う
な
先
制
攻
撃
を
か
け
て
は
な
ら
な
い
と

さ
れ
る
。
『
孫
子
』
九
地
篇
に
も
「
交
地
」
が
登
場
し
、
そ
こ
で
は
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「
我
も
以
て
往
く
べ
く
、
彼
も
以
て
来
た
る
べ
き
者
は
、
交
と
為

す
」
「
交
地
に
は
則
ち
絶
つ
こ
と
無
し
」
と
述
べ
ら
れ
る
。

だ
が
『
孫
子
』
の
場
合
は
、
第
三
国
の
領
内
を
い
く
つ
も
通
過

す
る
よ
う
な
長
距
離
進
撃
が
前
提
と
さ
れ
て
お
り
、
『
曹
沫
之
陳
』

の
「
交
地
」
と
は
意
味
が
違
う
と
思
わ
れ
る
。
「
彊
地
」
は
隣
国
が

支
配
す
る
境
界
の
土
地
で
、
や
は
り
先
制
攻
撃
を
か
け
て
は
な
ら

ず
、
住
民
の
人
心
を
収
撹
す
る
の
が
先
決
だ
と
さ
れ
る
（
注
3
)
o

こ
の
二
つ
は
「
辺
を
距
つ
る
所
以
」
だ
と
述
べ
ら
れ
る
が
、
「
辺
」

は
魯
に
隣
接
す
る
斉
の
辺
境
地
域
で
、
か
つ
て
は
魯
の
領
土
だ
っ

た
土
地
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
「
距
」
は
隔
離
•
分
断
の
意
味
で
、

「
辺
を
距
つ
る
所
以
」
と
は
、
か
つ
て
は
魯
の
領
土
で
、
そ
の
後

斉
に
奪
わ
れ
た
斉
の
辺
境
地
域
を
、
斉
の
支
配
か
ら
隔
離
•
分
断

す
る
方
策
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。

「
内
を
距
つ
る
所
以
」
と
は
、
斉
の
朝
廷
内
に
対
す
る
分
断
工
作

で
、
斉
の
寵
臣
に
賄
賂
を
贈
っ
て
買
収
し
、
自
国
に
有
利
な
言
動

を
取
ら
せ
る
方
策
を
指
す
。
し
た
が
っ
て
「
辺
」
も
「
内
」
も
、

起
点
は
斉
に
あ
る
。

「
長
を
為
す
所
以
」
と
は
、
斉
の
侵
攻
が
予
想
さ
れ
る
国
境
地

域
を
守
備
す
る
方
策
を
指
す
。
「
長
」
は

(13)
に
「
母
長
於
父
兄
」

と
あ
る
の
と
同
じ
用
法
で
、
凌
駕
す
る
意
味
で
あ
ろ
う
。
城
郭
．

装
甲
•
兵
器
な
ど
を
整
備
し
て
、
旺
盛
な
戦
闘
意
欲
を
維
持
し
て

守
備
す
る
の
が
、
敵
の
攻
撃
を
凌
駕
す
る
方
策
だ
と
い
う
の
で
あ

る。
続
い
て
(
5
)
は
、
邦
↓
豫
↓
陳
↓
戦
と
の
四
段
階
を
示
す
。

「
豫
」
は
国
内
各
地
か
ら
招
集
•
動
員
さ
れ
て
集
結
し
、
戦
場
を

目
指
し
て
行
軍
隊
形
を
取
る
軍
隊
を
指
す
。
会
戦
に
至
る
予
備
段

階
の
状
態
で
、
い
ま
だ
戦
闘
隊
形
に
部
署
割
り
さ
れ
て
は
い
な
い
。

「
陳
」
は
会
戦
に
臨
ん
で
編
制
さ
れ
る
戦
闘
隊
形
で
、
縦
隊
だ
っ

た
行
軍
隊
形
を
左
右
に
展
開
さ
せ
、
戦
闘
序
列
に
従
っ
て
前
・
中
・

後
の
三
列
に
編
制
し
直
し
た
布
陣
を
指
す
。

こ
れ
を
承
け
て
荘
公
は
、
「
和
を
邦
に
為
す
」
方
策
を
訊
ね
る
。

こ
れ
に
曹
沫
が
示
し
た
方
策
は
、
農
繁
期
を
避
け
て
、
民
を
動
員

す
る
時
期
の
判
断
を
誤
ら
な
い
こ
と
、
民
が
生
業
で
生
み
出
す
利

益
を
収
奪
し
な
い
こ
と
、
功
績
を
精
査
し
て
据
応
し
、
賞
罰
を
適

切
•
公
平
に
与
え
、
爵
や
禄
を
惜
し
ま
ず
に
与
え
、
身
分
差
を
超

え
て
同
一
の
基
準
を
適
用
し
て
待
遇
し
、
功
績
が
大
き
い
に
も
か

か
わ
ら
ず
支
給
さ
れ
る
禄
が
薄
く
、
君
主
が
臣
下
に
負
債
を
負
う

状
態
を
避
け
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

続
い
て
荘
公
は
、
「
和
を
豫
に
為
す
」
手
段
を
質
問
す
る
。
こ
れ

に
対
し
て
曹
沫
が
示
し
た
手
段
は
、
君
主
自
ら
が
陣
頭
指
揮
を
執

り
、
都
城
に
終
結
し
た
軍
隊
に
自
ら
号
令
し
、
君
主
が
全
責
任
を

負
い
、
決
し
て
諸
君
に
責
任
を
転
嫁
し
た
り
し
な
い
と
宣
言
し
て
、

士
気
を
鼓
舞
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
君
主
が
信
頼
さ
れ
て
い

て
、
国
内
各
地
か
ら
招
集
し
た
部
隊
を
、
期
日
通
り
に
都
城
に
終
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結
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
が
「
和
を
豫
に
為
す
」

手
段
だ
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
主
張
は
、
民
を
大
量
に
動
員
す
る

た
め
、
戦
意
高
揚
が
重
要
な
課
題
で
あ
っ
た
状
況
を
反
映
し
て
い

る
。
両
軍
対
峙
後
の
正
攻
法
に
よ
る
会
戦
で
あ
る
た
め
、
『
孫
子
』

と
は
異
な
り
、
勢
や
詭
計
に
頼
っ
て
戦
意
を
高
揚
さ
せ
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
そ
こ
で
君
主
親
征
が
極
め
て
有
効
な
手
段
と
し
て
強

調
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

続
い
て
荘
公
は
、
「
和
を
陳
に
為
す
」
手
段
を
質
問
す
る
。
こ

れ
に
対
し
て
曹
沫
は
、
数
輌
の
戦
車
で
車
列
を
組
ま
せ
、
車
列
と

車
列
の
間
に
随
伴
歩
兵
を
配
置
し
、
歩
兵
部
隊
ご
と
に
弓
弩
・
文

戟
な
ど
の
兵
器
を
配
備
す
る
と
の
陣
形
を
、
常
に
守
る
べ
き
陣
形
と
し

て
示
す
。
戦
車
と
歩
兵
を
交
互
に
配
置
し
な
が
ら
横
に
展
開
す
る
戦

闘
隊
形
（
行
）
は
、
前
・
中
・
後
の
三
行
が
作
ら
れ
る
が
、
貴
族
は
最

前
列
の
車
列
に
乗
り
込
ん
で
先
陣
を
切
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
。
民

の
士
気
を
高
め
る
た
め
で
あ
る
。

突
撃
は
卿
の
身
分
に
あ
る
左
右
二
将
軍
が
陣
頭
指
揮
を
執
る
の

が
望
ま
し
い
と
さ
れ
る
（
注
4
)
。
老
齢
や
病
気
な
ど
で
将
軍
が
指
揮

を
執
れ
な
い
場
合
は
数
人
の
獄
大
夫
が
、
獄
大
夫
が
指
揮
で
き
な

い
場
合
は
神
大
夫
が
、
袢
大
夫
も
指
揮
で
き
な
い
場
合
は
数
名
の

大
官
の
師
（
役
所
の
長
官
）
や
公
孫
•
公
子
が
指
揮
を
執
る
の
が

望
ま
し
い
と
さ
れ
る
（
注
5
)
。
こ
の
よ
う
に
貴
人
が
率
先
し
て
陣
頭

指
揮
す
べ
き
こ
と
を
力
説
す
る
点
に
『
曹
沫
之
陳
』
の
特
色
が
存

在
し
、
随
伴
の
歩
兵
部
隊
に
も
、
必
ず
公
孫
•
公
子
を
有
司
・
率

長
と
し
て
配
置
す
べ
き
こ
と
が
説
か
れ
る
。
曹
沫
は
こ
れ
を
軍
紀

（
軍
の
筋
目
）
と
称
し
、
統
治
者
層
が
率
先
し
て
指
揮
官
を
務
め

る
こ
と
に
よ
り
、
民
の
士
気
を
高
め
て
結
束
さ
せ
る
の
が
、
「
和
を

陳
に
為
す
」
手
段
だ
と
い
う
。

ま
た
第
二
十
六
簡
で
は
、
五
人
↓
伍
、
万
人
↓
軍
と
の
編
制
単

位
が
示
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
魯
で
は
伍
を
基
本
単
位
と
し

て
軍
を
編
制
し
た
様
子
が
窺
え
る
が
、
伍
↓
卒
↓
旅
↓
軍
と
の
編

制
単
位
を
示
す
『
孫
子
』
謀
攻
篇
と
比
較
す
る
と
、
中
間
の
単
位

に
言
及
さ
れ
ず
、
最
小
単
位
の
伍
か
ら
一
足
飛
び
に
最
大
単
位
の

軍
に
及
ぶ
の
は
、
不
可
解
で
も
あ
る
。

(
6
)
 

…
…
…
母
誅
而
賞
、
母
睾
百
姓
、
而
改
其
将
。
君
如
親
率
2
7
、

…
…
…
誅
し
て
賞
す
る
こ
と
母
く
、
百
姓
を
睾
す
る
こ
と
母

く
、
其
の
将
を
改
む
。
君
如
し
親
ら
率
い
れ
ば
•
…
…
•
•

こ
こ
に
は
敗
戦
の
責
任
を
民
に
転
嫁
し
た
り
せ
ず
、
指
揮
官
の

責
任
を
追
及
す
べ
き
こ
と
が
説
か
れ
、
ま
た
君
主
親
征
に
も
言
及

さ
れ
る
が
、
前
後
が
残
欠
し
て
い
て
本
来
の
位
置
が
不
明
で
あ
る

(167) 



(
7
)
 

又
知
舎
有
能
、
則
民
宜
之
。
且
臣
之
聞
之
、
卒
有
長
、
三
軍

、̀'/

有
帥
、
邦
有
君
。
此
三
者
所
以
戦
。
是
故
長
2
8
必
約
邦
之
貴

（
 

人
及
邦
之
奇
士
、
御
卒
使
兵
、
母
復
失
2
9
…
…
…

と
ど

又
た
有
能
を
舎
む
る
を
知
ら
ば
、
則
ち
民
は
之
を
宜
し
と
す
。

且
つ
臣
之
を
聞
く
。
卒
に
長
有
り
、
三
軍
に
帥
有
り
、
邦
に

君
あ
り
。
此
の
三
者
は
戦
う
所
以
な
り
と
。
是
の
故
に
長
は

必
ず
邦
の
貴
人
及
び
邦
の
奇
士
と
約
し
、
卒
を
御
し
兵
を
使

い
て
、
復
た
失
う
こ
と
母
く
…
…
…

こ
こ
の
「
卒
」
は
部
隊
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
も
や
は
り

貴
族
や
技
量
の
高
い
戦
士
を
部
隊
長
に
任
命
す
べ
き
こ
と
が
強
調

さ
れ
る
。
兵
士
の
大
半
は
一
般
の
民
で
あ
る
た
め
戦
意
に
乏
し
く
、

伝
統
的
権
威
や
特
殊
能
力
を
備
え
た
人
物
を
指
揮
官
に
据
え
る
手

段
に
よ
り
、
士
気
を
高
揚
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ

し
第
二
十
八
簡
と
第
二
十
九
簡
を
接
続
す
る
こ
と
に
は
、
疑
念
も

残
る
。
第
二
十
九
簡
は
、
平
時
か
ら
部
隊
長
と
な
る
将
校
を
選
任

し
て
置
く
処
置
を
述
べ
る
、
別
文
の
可
能
性
が
高
い
。

た
め
、
全
体
の
文
意
も
明
確
で
は
な
い
。

…
…
…
【
立
】
厚
食
、
思
為
前
行
。
三
行
之
後
、
荀
見
短
兵
、

晶……
…
厚
食
を
【
立
つ
る
は
】
、
前
行
を
為
さ
し
め
ん
と
思
え

ば
な
り
。
三
行
の
後
に
、
荀
も
短
兵
を
見
れ
ば
、
枚

兵
卒
を
厚
食
で
も
て
な
す
の
は
、
三
行
の
中
の
前
行
に
志
願
さ

せ
る
た
め
だ
と
説
明
さ
れ
る
（
注
6)°

こ
れ
に
よ
っ
て
、
左
右
両
翼

に
開
い
た
戦
列
は
、
前
・
中
・
後
の
三
列
で
構
成
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
古
く
は
独
立
の
歩
兵
部
隊
を
行
と
呼
ん
だ
が
、
『
曹

沫
之
陳
』
で
は
戦
車
と
歩
兵
を
交
互
に
配
置
し
な
が
ら
横
に
展
開
す

る
戦
闘
隊
形
を
行
と
呼
ん
で
い
る
。

(
9
)
 

…
…
…
失
車
甲
、
命
之
母
行
。
（
明
日
）
将
戦
、
思
為
前
行
。

、’ー‘

諜
人
3
1
束
告
日
、
其
将
帥
盛
傷
、
車
連
皆
栽
。
日
、
将
（
担
）

（
 

行
。
乃
…
…
…

…
…
…
車
甲
を
失
わ
ば
、
之
に
命
じ
て
行
か
し
む
る
こ
と
母

か
れ
。
（
明
日
）
将
に
戦
わ
ん
と
す
れ
ば
、
前
行
為
ら
ん
こ
と

を
思
わ
し
む
。
諜
人
来
り
て
告
げ
て
日
く
、
其
の
将
帥
は
尽

(
8
)
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く
傷
つ
き
、
、
車
連
も
皆
栽
つ
と
。

ん
と
す
と
。
乃
ち
…
…
…

日
く
、
将
に
（
担
）
行
せ

こ
こ
に
は
会
戦
に
敗
れ
た
後
の
処
置
が
述
べ
ら
れ
る
。
会
戦
に

敗
れ
装
甲
と
戦
車
を
失
っ
た
部
隊
に
対
し
て
は
、
そ
の
場
か
ら
の

退
却
を
禁
じ
、
翌
日
再
び
戦
う
と
き
に
は
、
最
前
列
の
行
に
志
願

さ
せ
る
。
「
戟
連
皆
栽
」
の
「
戟
」
は
、
「
餞
」
が
車
の
描
文
で
あ
る
こ
と

か
ら
車
の
意
味
で
、
こ
こ
で
は
文
で
武
装
し
た
兵
員
が
乗
り
込
ん
だ

戦
車
を
指
す
。
「
車
連
」
は
馬
と
車
を
繋
ぐ
綱
を
指
す
。
「
皆
栽
」

は
戦
車
が
破
損
し
た
り
、
転
覆
し
た
り
し
て
綱
が
切
れ
、
馬
と
車

が
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
た
状
態
を
指
す
。

会
戦
に
敗
北
し
、
指
揮
官
は
全
員
負
傷
し
、
車
と
馬
も
分
断
さ

れ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
装
備
を
か
つ
い
で
退
却
し
た
い
と
伝
令
が

連
絡
し
て
き
た
状
況
が
語
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
対
す
る
処
置
は
竹

簡
が
欠
損
し
て
い
る
た
め
不
明
で
あ
る
。
た
だ
し
第
三
十
一
簡
と

第
三
十
二
簡
は
意
味
の
繋
が
り
が
悪
く
、
両
者
を
接
続
す
る
こ
と

に
は
疑
念
が
残
る
。

(10) 

【
出
】
白
徒
、
（
担
）
（
注
7
)
食
輩
兵
、
各
載
爾
蔵
、
既
戦
将
量
、

）
 

為
之

32（
 

の

白
徒
を
【
出
だ
し
】
、
食
を
（
担
い
て
）
兵
を
筆
せ
、
各
お
の

爾
の
蔵
を
載
せ
、
既
に
戦
い
て
将
に
量
ら
ん
と
す
れ
ば
、
之

が
為
に
…
…
…

李
零
氏
は

(
9
)
と
(
1
0
)
を
綴
合
し
て
整
簡
と
す
る
が
、
上

述
の
よ
う
に
文
意
が
必
ず
し
も
明
快
に
接
続
し
な
い
の
で
、
私
見

に
よ
り
分
離
し
て
置
く
。
白
徒
に
担
が
せ
て
前
線
に
物
資
を
補
給

す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
が
、
前
後
が
残
欠
し
て
い
て
本
来
の
位

置
が
不
明
で
あ
る
た
め
、
全
体
の
文
意
も
明
確
で
は
な
い
。
な
お

白
徒
の
上
の
一
字
は
、
文
意
か
ら
「
出
」
と
推
定
し
て
補
っ
て

い
た
が
、
「
命
」
の
可
能
性
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。

(11) 

治
。
果
勝
突
。
親
率
勝
。
使
人
不
親
則
不
敦
、
不
和
則
不
輯
、

、̀’/

不
義
則
不
服
。
荘
公
日
、
為
親
如
3
3
何
。
答
日
、
君
母
憚
自

（
 

努
、
以
観
上
下
之
情
偽
゜
匹
夫
寡
婦
之
獄
訟
、
君
必
身
聴
之
。

有
知
不
足
、
亡
所
3
4
不
中
、
則
民
親
之
。
荘
公
又
問
。
為
和

如
何
。
答
日
、
母
嬰
於
便
嬰
、
母
長
於
父
兄
、
賞
均
聴
中
、

ヽ`＇‘

則
民
3
5
和
之
。
荘
公
又
問
。
為
【
義
】
如
何
。
答
日
、
申
功

（
 

上
賢
、
能
治
百
人
、
使
長
百
人
、
能
治
一
思
帥
授
3
6
【
之
】
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治
。
果
な
れ
ば
勝
つ
。
親
ら
率
い
れ
ば
勝
つ
。
人
を
し
て
親

ま
ざ
ら
使
め
ば
則
ち
敦
か
ら
ず
、
和
せ
ざ
れ
ば
則
ち
輯
わ
ず
、

義
な
ら
ざ
れ
ば
則
ち
服
さ
ず
。
荘
公
日
く
、
親
し
む
を
為
す

は
如
何
と
。
答
え
て
日
く
、
君
自
ら
労
す
る
に
憚
か
る
こ
と

母
く
、
以
て
上
下
の
情
偽
を
観
よ
。
匹
夫
・
寡
婦
の
獄
訟
は
、

君
必
ず
身
ら
之
を
聴
け
。
足
ら
ざ
る
を
知
る
こ
と
有
り
て
、

中
ら
ざ
る
所
亡
け
れ
ば
、
則
ち
民
は
之
に
親
し
ま
ん
。
荘
公

又
た
問
う
。
和
を
為
す
は
如
何
と
。
答
え
て
日
く
、
便
嬰
に
嬰

し
の

る
こ
と
母
く
、
父
兄
を
長
ぐ
こ
と
母
く
、
賞
均
し
く
し
て
聴

く
こ
と
中
ら
ば
、
則
ち
民
は
之
に
和
せ
ん
と
。
荘
公
又
た
問

う
。
【
義
】
を
為
す
は
如
何
と
。
答
え
て
日
く
、
功
を
申
べ
て

賢
を
上
び
、
能
＜
百
人
を
治
む
る
も
の
は
、
百
人
に
長
た
ら

使
め
、
能
く
三
軍
を
治
む
る
も
の
は
、
帥
い
さ
せ
ん
こ
と
を

思
い
て
【
之
】
に
授
く
。

こ
こ
で
曹
沫
は
親
•
和
・
義
の
重
要
性
を
説
く
。
最
初
の
「
為

親
」
の
方
策
は
、
君
主
自
ら
獄
訟
を
裁
き
、
下
民
の
実
情
に
精
通

し
て
、
民
衆
を
親
附
さ
せ
る
こ
と
だ
と
説
明
さ
れ
る
。
次
の
「
為

和
」
の
方
策
は
、
公
族
・
寵
臣
を
身
び
い
き
せ
ず
、
共
同
体
の
序

列
を
尊
重
し
な
が
ら
、
国
内
を
公
平
に
統
治
す
る
こ
と
だ
と
説
明

さ
れ
る
。
最
後
の
「
為
義
」
の
方
策
は
、
能
力
主
義
・
尚
賢
主
義

に
基
づ
き
、
実
績
に
照
ら
し
て
指
揮
官
を
選
任
す
る
事
だ
と
説
明

さ
れ
る
。
「
為
【
義
】
如
何
」
の
二
番
目
の
文
字
を
李
零
氏
は
隷
定
し
て

い
な
い
が
、
前
後
の
文
脈
か
ら
「
義
」
と
判
断
し
て
補
っ
て
置
い

た
。
ま
た
最
後
の
「
之
」
字
は
、
次
節
の
冒
頭
に
あ
っ
た
と
推
定

し
て
補
っ
て
い
た
。

(12) 

…
…
民
者
。
母
掘
爵
、
母
御
軍
、
母
避
皐
。
用
都
教
於
邦
。
【
古
】

‘、’/

有
戒
言
日
、
奔
爾
征
詭
、
不
奔
爾
或
興
或
康
以
3
7
會
。
故
帥

（
 

不
可
思
奔
、
奔
則
不
行
。
戦
有
顕
道
、
勿
兵
以
克
゜
荘
公
日
、

、ヽ’/

勿
兵
以
克
築
如
。
答
日
、
人
之
兵
38
不
砥
嘱
、
我
兵
必
砥
嘱
゜

（
 

人
之
甲
不
堅
、
我
甲
必
堅
。
人
使
士
、
我
使
大
夫
。
人
使
大

、̀'／

夫
、
我
使
将
軍
。
人
39
使
将
軍
、
我
君
身
進
。
此
戦
之
顕
道
。

（
 

荘
公
日
、
既
成
教
突
。
出
師
有
忌
乎
。
答
日
、
有
。
臣
聞
之
。

‘、’/

三
軍
出
4
0
【
乎
】
境
必
勝
、
可
以
有
治
邦
。
周
志
是
存
。
荘

x
 

公
日
、

m…
…
…

お
し

…
…
民
者
。
爵
を
摂
む
こ
と
母
か
れ
、
軍
を
御
す
る
こ
と
母

か
れ
、
皐
を
避
く
る
こ
と
母
か
れ
。
都
教
を
邦
に
用
う
。
【
古

え
に
】
戒
言
有
り
て
日
く
、
奔
ら
ば
爾
の
征
は
詭
れ
、
奔
ら

つ
ね

ざ
れ
ば
爾
れ
或
に
興
に
或
に
康
く
し
て
以
て
会
す
と
。
故
に

帥
い
る
に
奔
る
を
思
う
べ
か
ら
ず
、
奔
ら
ば
則
ち
行
か
ず
。
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戦
い
に
顕
道
有
り
て
、
兵
は
以
て
克
つ
こ
と
勿
し
と
。
荘
公

日
く
、
兵
は
以
て
克
つ
こ
と
勿
し
と
は
笑
如
と
。
答
え
て
日

く
、
人
の
兵
砥
嘱
な
ら
ざ
れ
ば
、
我
が
兵
は
必
ず
砥
嘱
に
す
。

人
の
甲
堅
か
ら
ざ
れ
ば
、
我
が
甲
は
必
ず
堅
に
す
。
人
、
士

を
使
わ
ば
、
我
は
大
夫
を
使
う
。
人
、
大
夫
を
使
わ
ば
、
我

は
将
軍
を
使
う
。
人
、
将
軍
を
使
わ
ば
、
我
は
君
身
ら
進
む
。

此
れ
戦
い
の
顕
道
な
り
と
。
荘
公
日
く
、
既
に
教
え
を
成
せ

り
。
師
を
出
だ
す
に
忌
む
こ
と
有
る
か
と
。
答
え
て
日
く
、

有
り
。
臣
之
を
聞
く
。
三
軍
境
に
出
で
て
必
ず
勝
つ
は
、
以

て
邦
を
治
む
る
こ
と
有
る
べ
し
と
。
周
志
に
是
れ
存
す
と
。

荘
公
日
く
、
•
•
…
…
·

先
頭
の
第
三
十
七
簡
に
は
、
爵
を
惜
し
む
な
、
軍
を
後
方
か
ら

制
御
す
る
な
、
責
任
を
問
わ
れ
て
有
罪
と
さ
れ
る
事
態
を
回
避
す

る
な
、
国
都
で
定
め
た
教
令
を
全
国
的
に
施
行
せ
よ
、
と
い
っ
た

主
張
が
列
記
さ
れ
る
が
、
こ
れ
以
前
の
竹
簡
が
欠
損
し
て
い
る
た

め
、
前
と
の
つ
な
が
り
は
不
明
で
あ
る
。

李
零
氏
は
上
半
部
と
下
半
部
を
綴
合
し
て
第
三
十
七
簡
を
整
簡

と
す
る
が
、
軍
を
奔
走
さ
せ
る
な
と
す
る
後
文
と
は
文
意
が
必
ず

し
も
明
快
に
接
続
し
な
い
か
ら
、
こ
の
綴
合
に
は
問
題
が
残
さ
れ

て
い
る
で
あ
ろ
う
。

続
い
て
曹
沫
は
、

戦
場
に
向
か
っ
て
軍
を
奔
走
さ
せ
て
は
な
ら

な
い
と
説
く
。
こ
れ
は
、
「
軍
争
は
利
為
り
、
軍
争
は
危
為
り
」
と

す
る
『
孫
子
』
軍
争
篇
と
似
た
発
想
と
言
え
る
。
な
お
文
意
か
ら

「
奔
爾
正
紅
」
の
「
正
」
は
「
征
」
に
、
「
紅
」
は
「
詭
」
に
文
字

を
改
め
た
。

次
に
曹
沫
は
、
「
勿
兵
以
克
」
と
の
考
え
を
示
す
。
そ
の
真
意
は
、

戦
い
は
兵
器
で
勝
つ
の
で
は
な
く
（
注
8
)
、
人
で
勝
つ
の
で
あ
り
、

敵
軍
の
指
揮
官
よ
り
も
地
位
の
高
い
人
物
を
指
揮
官
に
任
命
す
れ

ば
、
戦
意
が
高
揚
し
て
勝
利
で
き
る
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ

れ
を
曹
沫
は
「
戦
の
顕
道
」
と
称
し
て
い
る
。

続
い
て
話
題
は
「
出
師
の
忌
」
、
す
な
わ
ち
軍
の
出
征
に
関
す
る

禁
忌
に
移
る
。
国
境
付
近
に
出
征
し
て
勝
利
す
る
た
め
に
は
、
国

内
統
治
の
成
功
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
が
力
説
さ
れ
る
。
な
お
曹

沫
が
『
周
志
』
の
存
在
を
指
摘
し
て
い
る
点
は
興
味
深
い
。

(13) 

其
将
卑
、
父
兄
不
薦
、
由
邦
御
之
。
此
出
師
之
忌
゜
荘
公
又

問
日
、
三
軍
散
褒
有
忌
乎
。
答
日
、
有
。
臣
聞

g
之
。
三
軍

未
成
、
陳
未
豫
、
行
阪
清
障
、
此
散
褒
之
忌
。
荘
公
又
問
日
、

）
 

戦
有
忌
乎
。
答
日
、
有
。
其
去
之
43
不
速
、
其
就
之
不
附
、

（
 

其
啓
節
不
疾
、
此
戦
之
忌
。
是
故
疑
陳
敗
、
疑
戦
死
。
荘
公

、ヽ
i
ノ’

又
問
日
、
既
戦
有
忌
乎
。
4
4
答
日
、
有
。
其
賞
棧
且
不
中
、

（
 

其
誅
厚
且
不
察
、
死
者
弗
収
、
傷
者
弗
問
、
既
戦
而
有
殆
心
、
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其
の
将
卑
に
し
て
、
父
兄
は
薦
め
ず
、
邦
由
り
之
を
御
す
。

此
れ
師
を
出
だ
す
の
忌
な
り
。
荘
公
又
た
問
い
て
日
＜
、
三

さ
ん
か

軍
の
散
褒
に
忌
む
こ
と
有
る
か
と
。
答
え
て
日
く
、
有
り
。

臣
之
を
聞
く
。
三
軍
未
だ
成
ら
ず
、
陳
未
だ
豫
な
ら
ざ
る
に
、

阪
を
行
き
障
を
済
る
は
、
此
れ
散
裏
の
忌
な
り
。
荘
公
又
た

問
い
て
日
く
、
戦
い
に
忌
む
こ
と
有
る
か
と
。
答
え
て
日
く
、

有
り
。
其
の
之
を
去
る
こ
と
速
か
ら
ず
、
其
の
之
に
就
く
こ

ち
か

と
附
か
ら
ず
、
其
の
節
を
啓
く
こ
と
疾
か
ら
ざ
る
は
、
此
れ

戦
の
忌
な
り
。
是
の
故
に
疑
陳
は
敗
れ
、
疑
戦
は
死
す
。
荘

公
又
た
問
い
て
日
く
、
既
に
戦
う
に
忌
む
こ
と
有
る
か
と
。

答
え
て
日
く
、
有
り
。
其
の
賞
は
浅
く
し
て
且
つ
中
ら
ず
、

其
の
誅
は
厚
く
し
て
且
つ
察
せ
ず
、
死
者
は
収
め
ら
れ
ず
、

傷
者
は
問
わ
れ
ず
、
既
に
戦
い
て
殆
ぶ
む
心
有
る
は
、
此
れ

既
に
戦
う
の
忌
な
り
。

第
四
十
二
簡
は
「
出
師
の
の
続
き
で
あ
る
が
、
第
四
十
一

簡
の
下
半
部
が
残
欠
し
て
い
る
た
め
、
途
中
に
若
干
の
欠
落
が
存

在
す
る
。
「
出
師
の
忌
」
の
続
き
と
し
て
、
指
揮
官
の
地
位
が
低
く
、
父

兄
の
支
持
も
な
い
た
め
、
君
主
が
後
方
か
ら
前
線
の
軍
を
制
御
す

此
既
戦
之
忌
゜

る
こ
と
が
、
軍
の
出
征
に
関
す
る
禁
忌
と
さ
れ
る
。

次
に
荘
公
は
、
「
散
褒
の
忌
」
、
す
な
わ
ち
軍
の
集
散
に
関
す
る

禁
忌
に
つ
い
て
訊
ね
る
。
こ
れ
に
対
す
る
曹
沫
の
答
え
は
、
行
軍

隊
形
が
整
わ
ぬ
う
ち
に
険
阻
な
地
形
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
と
、

軍
が
分
離
し
て
し
ま
う
危
険
が
あ
り
、
こ
れ
が
軍
の
集
散
に
関
す

る
禁
忌
だ
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

次
に
荘
公
は
「
戦
の
忌
」
、
す
な
わ
ち
戦
闘
に
関
す
る
禁
忌
に
つ

い
て
訊
ね
る
。
曹
沫
の
答
え
は
、
戦
場
に
向
け
て
の
軍
の
移
動
が

迅
速
で
な
く
、
戦
場
へ
の
集
結
が
緊
密
で
な
く
、
戦
闘
隊
形
を
組

む
こ
と
が
迅
速
で
な
い
の
が
戦
闘
に
関
す
る
禁
忌
だ
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
縦
隊
で
行
軍
し
て
戦
場
に
到
着
し
た
後
、
左
右

両
粟
に
展
開
し
て
戦
闘
隊
形
の
車
列
に
変
換
す
る
作
戦
行
動
を
前

提
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
戦
闘
に
臨
む
方
針
が
確
定
せ
ず
、

不
徹
底
な
布
陣
を
し
た
り
、
躊
躇
し
な
が
ら
戦
う
疑
陳
・
疑
戦
も
、

戦
闘
に
関
す
る
禁
忌
と
さ
れ
る
（
注
9
)
0

次
に
荘
公
は
「
既
戦
の
忌
」
、
す
な
わ
ち
戦
後
の
処
置
に
関
す
る

禁
忌
に
つ
い
て
訊
ね
る
。
こ
れ
に
対
し
て
曹
沫
は
、
軍
功
を
上
げ

た
者
へ
の
恩
賞
は
薄
く
、
過
失
の
あ
っ
た
者
へ
の
刑
罰
は
重
く
、

し
か
も
適
切
で
は
な
く
、
戦
死
者
の
死
体
は
収
容
さ
れ
ず
、
負
傷

者
は
慰
問
さ
れ
ず
、
国
内
に
危
ぶ
む
心
を
生
ず
る
こ
と
な
ど
が
、

戦
後
の
処
置
に
関
す
る
禁
忌
だ
と
答
え
る
。
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【
死
】
者
は
之
を
収
め
、
傷
者
は
之
を
問
う
。

(14) 

荘
45
公
又
問
日
、
復
敗
戦
有
道
乎
゜

不
勝
、
卒
欲
少
以
多
。
少
則
易
較
、

答
日
、
有
。ヽ`＇ノ

屹
成
則
易
4
6（
 

死
者
に

二
軍
大
敗

荘
公
又
た
問
い
て
日
く
、
敗
戦
を
復
す
る
に
道
有
る
か
と
。

答
え
て
日
く
、
有
り
。
三
軍
大
敗
し
て
勝
た
ず
、
卒
は
少
き

あ
き

も
以
て
多
き
を
欲
す
。
少
け
れ
ば
則
ち
較
ら
か
に
し
易
く
、

屹
成
れ
ば
則
ち
…
…
し
易
く

荘
公
は
「
敗
戦
を
復
す
る
」
道
、
す
な
わ
ち
三
軍
が
大
敗
し
た

後
に
態
勢
を
立
て
直
す
方
策
を
訊
ね
る
。
敗
残
兵
を
再
編
し
て
密

集
隊
形
を
組
ま
せ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
（
注
10)
、

未
釈
字
や
欠
損
部
分
が
多
く
、
全
体
の
文
意
は
不
明
で
あ
る
。
な

お
「
少
則
易
較
」
の
「
較
」
は
、
「
較
」
と
隷
定
し
て
明
白
の
意
に

解
し
た

(15) 

…
…
【
死
】
者
収
之
、
傷
者
問
之
。
善
於
死
者
為
生
者
。
君

‘ー
9

’
47
不
可
不
置
不
依
則
不
恒
、
不
和
則
不
輯
、
不
兼
畏
…
…

‘,'/ 

（
 8
 
4
 
（
 

善
く
す
る
は
生
く
る
者
の
為
な
り
。
君
は
慎
ま
ざ
る
べ
か
ら

ず
。
依
ら
ざ
れ
ば
則
ち
恒
な
ら
ず
、
和
せ
ざ
れ
ば
則
ち
輯
わ

ず
、
兼
ね
て
…
…
を
畏
れ
ざ
れ
ば

「
敗
戦
を
復
す
る
」
道
の
続
き
で
あ
る
。
戦
死
者
の
死
体
を
収

容
し
、
負
傷
者
を
慰
問
す
る
の
は
、
志
願
者
の
意
欲
を
殺
い
で
、

損
耗
し
た
兵
員
の
補
充
を
困
難
に
し
な
い
配
慮
だ
と
説
明
さ
れ
る
。

ま
た
依
•
和
・
兼
畏
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
る
。
全
体
の
内
容
か

ら
判
断
し
て
、
こ
の
場
合
の
作
戦
再
興
の
策
源
地
は
国
都
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
冒
頭
の
「
者
」
の
上
に
「
死
」
字
が
あ
っ

た
と
推
測
さ
れ
、
補
っ
て
置
い
た
。

(16) 

…
…
…
於
民
。
荘
公
日
、
此
三
者
足
以
戦
乎
。
答
日
、
戒
。

‘.,＇‘ 

勝
49
則
諫
爵
有
常
、
忌
莫
之
嘗
゜
荘
公
又
問
日
、
復
槃
戦
有

‘ヽ,’'

（
 

道
乎
。
答
日
、
有
。
既
戦
復
豫
、
琥
令
於
軍
中
5
0
日
、
繕
甲

（
 

利
兵
。
明
日
将
戦
。
則
旗
詫
傷
亡
、
槃
就
行
…
…
□
人
。
吾

ヽ`＇／

戦
敵
不
順
於
天
命
、
返
師
将
復
。
戦
5
1
母
殆
、
母
思
民
疑
。

（
 

及
爾
亀
策
、
皆
日
勝
之
。
改
秘
爾
鼓
、
乃
失
其
服
。
明
日
復

、̀'/

陳
、
必
過
其
所
。
此
復
52
槃
戦
之
道
。
荘
公
又
問
日
、
復
鉗

（
 

戦
有
道
乎
。
答
日
、
有
。
必
賞
首
皆
欲
或
之
。
此
復
鉗
戦
之

遵
荘
公
又
問
即
日
、
復
鋏
戦
有
道
乎
。
答
日
、
有
。
収
而
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緊
之
、
束
而
厚
之
、
重
賞
薄
刑
、
思
忘
其
死
而
見
其
生
、
思

ヽ`＇／

良
5
4
車
良
士
往
取
之
耳
。
思
其
志
起
、
勇
者
思
喜
、
葱
者
思

（
 

悔
、
然
後
改
始
。
此
復
鋏
戦
之
道
。
荘
公
又
問
日
5
5
、
善
攻

者
築
如
。
答
日
、
民
有
保
。
日
城
、
日
固
、
日
阻
。
三
善
盛

用
不
棄
、
邦
家
以
宏
。
善
攻
者
必
以
其
5
6
所
有
、
以
攻
人
之

、̀'’’

所
亡
有
。
荘
公
日
、
善
守
者
梁
如
。
答
日
、
…
…
5
7（
 

…
…
…
於
民
。
荘
公
日
く
、
此
の
三
者
は
以
て
戦
う
に
足
る

か
と
。
答
え
て
日
く
、
戒
し
め
よ
。
勝
つ
は
則
ち
禄
爵
に
常

有
り
て
、
忌
に
之
れ
が
当
た
る
こ
と
莫
け
れ
ば
な
り
と
。
荘

公
又
た
問
い
て
日
く
、
槃
戦
を
復
す
る
に
道
有
る
か
と
。
答

え
て
日
く
、
有
り
。
既
に
戦
い
て
豫
に
復
す
る
に
、
軍
中
に

号
令
し
て
日
く
、
甲
を
繕
い
兵
を
利
く
せ
よ
。
明
日
将
に
戦

わ
ん
と
す
れ
ば
、
則
ち
旗
鹿
（
注
ll)

は
傷
亡
す
る
も
、
槃
は
行

に
就
け
…
…
□
人
、
吾
れ
の
戦
う
は
敵
天
命
に
順
わ
ざ
れ

ば
な
り
。
師
を
返
し
て
将
に
復
せ
ん
と
す
と
。
戦
う
に
殆
ぶ

む
こ
と
母
か
れ
。
民
を
し
て
疑
い
を
思
わ
し
む
る
こ
と
母
か

れ
。
爾
の
亀
策
に
及
ぶ
や
、
皆
日
く
、
之
に
勝
つ
と
。
爾
の

鼓
を
改
秘
す
れ
ば
、
乃
ち
其
の
服
を
失
わ
ん
。
明
日
陳
に
復

す
る
は
、
必
ず
其
の
所
を
過
ぐ
。
此
れ
槃
戦
を
復
す
る
の
道

な
り
と
。
荘
公
又
た
問
い
て
日
く
、
鉗
戦
を
復
す
る
に
道
有ぁ

る
か
と
。
答
え
て
日
く
、
有
り
。
必
ず
首
を
賞
し
て
皆
之
或

ら
ん
と
欲
す
。
此
れ
鉗
戦
を
復
す
る
の
道
な
り
と
。
荘
公
又

た
問
い
て
日
く
、
鋏
戦
を
復
す
る
に
道
有
る
か
と
。
答
え
て

日
く
、
有
り
。
収
め
て
之
を
緊
め
、
束
ね
て
之
を
厚
く
す
。

賞
を
重
く
し
刑
を
薄
く
し
て
、
其
の
死
を
忘
れ
て
其
の
生
く

る
を
見
ん
こ
と
を
思
い
、
良
車
・
良
士
は
往
き
て
之
を
取
ら

ん
こ
と
を
思
う
の
み
。
其
の
志
の
起
た
ん
こ
と
を
思
わ
ば
、

勇
者
は
喜
ば
ん
こ
と
を
思
い
、
葱
る
る
者
は
悔
や
ま
ん
こ
と

を
思
う
。
然
る
後
に
改
め
て
始
む
。
此
れ
鋏
戦
を
復
す
る
の

道
な
り
と
。
荘
公
又
た
問
い
て
日
く
、
善
く
攻
む
る
者
は
羹

如
と
。
答
え
て
日
く
、
民
に
保
有
り
。
日
く
城
、
日
＜
固
、

日
＜
阻
。
三
善
尽
く
用
い
ら
れ
て
棄
て
ざ
れ
ば
、
邦
家
は
以

て
宏
し
。
善
く
攻
む
る
者
は
必
ず
其
の
有
つ
所
を
以
て
、
以

て
人
の
有
つ
こ
と
亡
き
所
を
攻
む
と
。
荘
公
日
く
、
善
く
守

る
者
は
笑
如
と
。
答
え
て
日
く
、
…
…
…

荘
公
は
「
此
三
者
足
以
戦
乎
」
と
訊
ね
て
い
る
が
、
「
三
者
」
は

第
四
十
八
簡
に
出
て
い
た
依
•
和
・
兼
畏
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。

次
に
荘
公
は
「
復
盤
戦
」
の
方
策
を
質
問
す
る
。
た
だ
し
「
盤

戦
」
で
は
文
義
が
通
じ
な
い
。
「
盤
」
は
「
槃
」
の
描
文
で
、
「
槃
」

は
「
癒
」
に
通
じ
て
創
傷
の
意
を
表
す
。
そ
こ
で
「
復
槃
戦
」
は
、
会

戦
に
敗
北
し
て
損
傷
を
受
け
た
軍
を
立
て
直
す
方
策
の
意
味
と
解
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釈
し
た
。
「
既
戦
」
は
軍
が
既
に
一
度
戦
っ
た
こ
と
を
示
す
。
「
復

豫
」
は
軍
が
敗
北
し
て
戦
場
か
ら
退
却
し
、
行
軍
隊
形
に
戻
っ
た

こ
と
を
示
す
。
「
甲
繕
利
兵
」
は
兵
装
や
兵
器
が
損
傷
し
た
状
況
を

示
す
。
「
明
日
将
戦
」
は
軍
を
立
て
直
し
て
明
日
再
び
戦
お
う
と
す

る
意
志
を
示
す
。
「
旗
鹿
傷
亡
」
は
軍
旗
も
破
損
し
た
状
況
を
示
す
。

「
槃
就
行
」
は
槃
が
退
却
し
た
軍
の
中
に
存
在
す
る
こ
と
を
示
す
。

損
傷
し
た
部
隊
（
槃
）
を
行
に
補
充
し
て
戦
力
を
回
復
さ
せ
る
意

味
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
李
零
氏
は
上
半
部
と
下
半
部
を
綴
合
し
て

第
五
十
一
簡
を
整
簡
と
す
る
が
、
前
後
の
文
意
が
明
瞭
に
接
続
し

て
い
る
と
は
言
い
難
く
、
こ
の
綴
合
に
は
疑
問
が
残
さ
れ
る
。
こ

の
間
に
竹
簡
一
本
程
度
の
脱
落
が
あ
る
と
見
た
方
が
よ
い
で
あ
ろ

{？ 

「
吾
戦
敵
不
順
於
天
命
」
は
戦
争
目
的
の
正
当
性
を
再
確
認
す

る
行
為
を
指
す
。
「
返
師
将
復
」
は
戦
場
に
戻
っ
て
再
度
戦
う
意
志

を
示
す
。
作
戦
再
興
の
策
源
地
は
、
退
却
し
て
再
集
結
し
た
地
点

で
あ
る
。

「
戦
母
殆
、
母
思
民
疑
」
は
兵
士
の
大
半
が
民
で
あ
る
状
況
を
示

す
。
一
度
敗
北
し
て
い
る
の
で
、
疑
念
を
払
拭
し
て
、
勝
利
を
確

信
さ
せ
る
。
「
及
爾
亀
策
、
皆
日
勝
」
は
天
佑
神
助
を
信
じ
さ
せ
る

宣
伝
工
作
を
指
す
。
「
改
秘
爾
鼓
、
乃
失
其
服
」
は
、
敗
北
し
た
か

ら
と
言
っ
て
突
撃
の
合
図
に
用
い
る
鼓
を
隠
し
た
り
す
る
と
、
兵

士
は
服
従
し
な
く
な
る
と
の
意
味
で
あ
ろ
う
（
注
12)o

「
差
力
」
は
隷

定
さ
れ
て
い
な
い
が
、
「
秘
」
と
隷
定
し
て
閉
．
悶
の
意
味
に
解
し

た
。
「
明
日
復
陳
、
必
過
其
所
」
は
、
明
日
「
豫
」
か
ら
再
び
戦
闘

隊
形
に
戻
す
と
き
は
、
一
度
敗
北
し
た
地
点
を
行
き
過
ぎ
て
か
ら

に
し
、
敗
北
し
た
地
点
よ
り
も
前
進
し
て
士
気
を
高
め
る
意
味
で

あ
ろ
う
。

続
い
て
荘
公
は
「
復
甘
戦
」
の
方
策
を
質
問
す
る
。
だ
が
「
廿

戦
」
の
ま
ま
で
は
、
文
義
が
通
じ
な
い
。

「
廿
」
を
「
鉗
」
の
字
に
改
め
、
舒
．
鍼
と
同
じ
く
閉
の
意
に
解
し

た
。
「
鉗
戦
」
と
は
、
怯
え
た
兵
士
が
進
軍
を
渋
り
、
金
縛
り
に
な

っ
た
状
態
を
指
す
。
し
た
が
っ
て
「
鉗
戦
を
復
す
る
の
道
」
は
、

恐
怖
心
か
ら
拘
束
状
態
に
陥
っ
た
軍
を
立
て
直
す
方
策
で
あ
る
。

「
必
贄
首
皆
欲
或
之
」
の
二
番
目
の
文
字
は
、
通
常
「
貢
」
字
に

隷
定
さ
れ
る
文
字
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
賞
」
に
隷
定
し
、
こ

の
句
全
体
を
、
先
頭
を
進
む
者
に
は
重
賞
を
与
え
、
競
っ
て
前
進

さ
せ
る
意
味
に
解
釈
し
た
。

次
に
荘
公
は
「
復
故
戦
」
の
方
策
を
質
問
す
る
。
二
番
目
の
文

字
は
私
見
に
よ
り
「
鋏
」
字
に
隷
定
し
、
「
鋏
戦
」
を
兵
士
が
戦
意

を
欠
き
、
布
陣
し
た
ま
ま
突
撃
し
な
い
状
態
と
解
釈
し
た
。

「
収
而
漿
之
、
束
而
厚
之
」
は
、
部
隊
を
集
結
さ
せ
て
密
集
隊

形
を
組
み
、
恐
怖
心
を
取
り
除
く
こ
と
。
「
重
賞
薄
刑
、
思
忘
其
死

而
見
其
生
」
は
、
重
賞
薄
刑
で
士
気
を
鼓
舞
し
、
死
の
恐
怖
を
忘

れ
、
生
き
残
っ
て
重
賞
を
獲
得
せ
ん
こ
と
の
み
を
思
わ
せ
る
こ
と
。

(175) 



「
思
良
車
良
士
往
取
之
耳
」
は
、
優
秀
な
戦
車
と
歩
兵
が
、
突
撃

し
て
賞
を
得
る
結
果
だ
け
を
思
う
こ
と
。
「
思
其
志
起
、
勇
者
思
喜
、

葱
者
思
悔
」
は
、
戦
意
を
高
揚
さ
せ
れ
ば
、
勇
者
は
賞
を
得
て
喜

ぶ
結
果
に
な
る
だ
ろ
う
と
考
え
、
怯
者
は
勇
戦
し
な
け
れ
ば
賞
を

も
ら
い
損
ね
て
後
悔
す
る
だ
ろ
う
と
考
え
る
こ
と
。
「
然
後
改
始
」

は
、
態
勢
を
立
て
直
し
た
後
に
再
度
戦
闘
命
令
を
出
す
こ
と
。

次
に
荘
公
は
「
善
攻
」
と
「
善
守
」
に
つ
い
て
質
問
す
る
。
「
善

攻
」
の
内
容
は
城
・
固
・
阻
の
手
薄
な
地
点
を
攻
撃
す
る
こ
と
だ

と
説
明
さ
れ
る
が
、
「
善
守
」
の
側
の
内
容
は
竹
簡
が
欠
損
し
て
い

る
た
め
不
明
で
あ
る
。

(17) 

所
以
為
母
退
。
率
車
以
車
、
率
徒
以
徒
、
所
以
同
死
【
生
】

、i,’8
 
5
 

••••••••• 

（
 

退
く
こ
と
母
き
を
為
す
所
以
な
り
。
車
を
率
い
る
に
は
車
を

以
て
し
、
徒
を
率
い
る
に
は
徒
を
以
て
す
る
は
、
死
【
生
】

を
同
し
く
す
る
所
以
な
り
。
…
…
…

「
率
車
以
車
、
率
徒
以
徒
」
と
の
内
容
か
ら
、
軍
が
戦
車
と
歩
兵

の
混
成
軍
で
あ
っ
た
状
態
が
確
認
で
き
る
。
騎
兵
に
全
く
言
及
さ

れ
な
い
点
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

‘ヽ,’、

…
…
…
其
志
者
寡
突
。
荘
公
又
問
日
、
吾
有
所
聞
之
。
5
9（
 

出
言
三
軍
皆
惟
、
一
出
言
三
軍
皆
往
、
有
之
乎
。
答
日
、
有
。

、t9
‘

明
恨
、
以
戒
弗
将
弗
克
。
母
冒
以
陥
、
必
過
前
攻
60
、
賞
獲

、しー
9

（
 

訓
葱
、
以
勧
其
志
。
勇
者
喜
之
、
慌
者
悔
之
。
萬
民
6
1
…
…

（
 

…
…
…
其
の
志
す
者
は
寡
し
。
荘
公
又
た
問
い
て
日
く
、
吾

れ
之
を
聞
く
所
有
り
。
一
た
び
言
を
出
だ
せ
ば
三
軍
皆
惟
び
、

―
た
び
言
を
出
だ
せ
ば
三
軍
皆
往
く
と
。
之
有
り
や
と
。
答

え
て
日
く
、
有
り
。
慎
む
を
明
ら
か
に
し
て
、
以
て
将
い
ざ

れ
ば
克
た
ざ
る
を
戒
む
。
冒
は
以
て
陥
る
こ
と
母
く
、
必
ず

前
攻
を
過
ぎ
て
、
獲
た
る
を
賞
し
て
葱
る
る
を
即
し
、
以
て

お
そ

其
の
志
を
勧
む
。
勇
者
は
之
を
喜
び
、
慌
る
る
者
は
之
を
悔

む
。
万
民
…
…
…

荘
公
は
、
将
帥
が
ひ
と
た
び
発
す
れ
ば
、
全
軍
が
歓
喜
し
て
前

進
す
る
よ
う
な
弁
舌
は
あ
る
か
と
質
問
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
曹

沫
は
、
将
帥
の
統
率
に
従
わ
な
け
れ
ば
勝
て
な
い
こ
と
を
戒
め
合

い
、
先
頭
部
隊
が
進
軍
を
渋
っ
て
は
な
ら
ず
、
必
ず
前
回
の
進
出

地
点
を
超
え
て
前
進
せ
よ
と
命
じ
、
軍
功
を
上
げ
た
者
を
賞
し
怯

(18) 
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え
る
者
を
叱
咤
し
て
士
気
を
鼓
舞
す
る
の
が
、

え
る
（
注
1
3
)
0

(19) 

命：．． ．． ．． ．． ．． 
：ロ
(62)多

゜

そ
の
弁
論
だ
と
答

四
人
皆
賞
、
所
以
為
断
。
如
上
獲
而
上
聞
、

…
…
…
□
多
。
四
人
皆
賞
せ
ら
る
る
は
、
断
を
為
す
所
以
な

り
。
如
し
上
獲
て
上
聞
か
ば
、
命
…
…
…

こ
の
第
六
十
二
簡
は
断
簡
で
あ
り
、
前
後
の
接
続
が
不
明
な
た

め
、
文
意
も
明
確
で
は
な
い
。

(20) 

…
…
乃
自
過
以
悦
於
萬
民
、
弗
捺
危
地
、

‘ヽ,'‘

母
亦
食
…
…
6
3（
 い

た

…
…
乃
ち
自
ら
過
ち
て
以
て
万
民
を
悦
ば
す
は
、
危
地
に
蹄

ら
ざ
る
も
、
母
亦
食
…
…

李
零
氏
は
上
半
部
と
下
半
部
を
綴
合
し
て
第
六
十
三
簡
を
整
簡

と
す
る
が
、
上
下
の
意
味
の
接
続
が
明
快
で
は
な
い
の
で
、
こ
こ

で
は
切
り
離
し
て
置
く
。
ま
た
「
控
」
字
は
私
見
に
よ
り
「
路
」

(21) 

…
…
飴
鬼
紳
勒
武
、
非
所
以
教
民
。
唯
君
其
知
之
。
此
6
3
先

王
之
至
道
。
荘
公
日
、
沫
、
吾
言
是
否
、
而
母
惑
諸
小
道
敗
。

吾
一

お
く

…
…
鬼
神
・
勒
武
に
飴
る
は
、
民
を
教
う
る
所
以
に
は
非
ざ

る
な
り
。
唯
だ
君
其
れ
之
を
知
れ
。
此
れ
先
王
の
至
道
な
り

と
。
荘
公
日
く
、
沫
よ
、
吾
れ
是
否
を
言
う
も
、
諸
を
小
道

に
惑
う
こ
と
母
か
ら
ん
か
。
吾
れ
一
た
び
…
…

李
零
氏
は
上
半
部
と
下
半
部
を
綴
合
し
て
第
六
十
四
簡
を
整
簡

と
す
る
が
、
そ
れ
で
は
右
契
口
と
左
契
口
が
一
枚
の
竹
簡
上
に
混

在
す
る
こ
と
に
な
る
し
、
文
意
の
接
続
も
明
快
で
は
な
い
の
で
、

切
り
離
し
て
置
く
（
注
14)°

「
物
武
」
は
文
義
不
詳
で
あ
る
が
、
鬼
神

と
併
称
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
推
測
す
る
に
、
軍
神
の
類
で
あ
ろ

う
。
鬼
神
・
軍
神
に
供
物
を
捧
げ
て
加
護
を
祈
る
と
い
っ
た
神
頼

み
は
、
民
を
教
化
す
る
手
段
に
は
な
ら
な
い
と
の
主
張
で
、
曹
沫

は
こ
れ
を
「
先
王
之
至
道
」
と
称
す
る
。

な
お
「
館
」
は
「
餅
」
に
隷
定
し
、
さ
ら
に
「
飴
」
字
に
改
め
た
。

字
に
隷
定
し
た
。

(177) 



(22) 

…
…
欲
聞
三
代
之
所
。
曹
沫
答
日
、
臣
聞
之
。
昔
之
明
王
之

起
64
於
天
下
者
、
各
以
其
世
、
以
及
其
身
。
今
輿
古
亦
然
。

、̀'’

亦
唯
聞
夫
萬
湯
架
受
突
650
（
 

…
…
-
＿
一
代
の
所
を
聞
か
ん
と
欲
す
と
。
曹
沫
答
え
て
日
く
、

臣
之
を
聞
く
。
昔
の
明
王
の
天
下
に
起
こ
る
者
は
、
各
お
の

其
の
世
を
以
て
し
て
、
以
て
其
の
身
に
及
ぶ
と
。
今
と
古
え

も
亦
た
然
り
。
亦
た
唯
だ
夫
の
萬
•
湯
·
架
・
受
に
聞
け
と
。

旺
公
は
夏
・
殷
・
周
三
代
の
興
亡
に
つ
い
て
質
問
す
る
。
こ
れ

に
対
し
て
曹
沫
は
、
古
代
の
明
王
が
興
起
し
て
新
王
朝
を
開
い
た

に
つ
い
て
は
、
先
祖
代
々
の
累
積
が
当
身
に
顕
現
す
る
の
で
あ
っ

て
、
萬
・
湯
が
成
功
し
た
の
も
、
架
・
受
（
紺
）
が
失
敗
し
た
の

も
、
そ
こ
に
至
る
蓄
積
が
あ
っ
て
の
結
果
で
あ
り
、
一
代
の
み
の

功
績
や
責
任
で
は
な
い
と
述
べ
る
。
曹
沫
の
真
意
は
、
過
去
の
三

代
の
教
訓
か
ら
荘
公
も
学
ぶ
べ
き
で
あ
り
、
今
、
荘
公
が
斉
に
奪

わ
れ
た
失
地
を
回
復
し
て
中
興
の
実
を
挙
げ
な
け
れ
ば
、
後
世
の

魯
君
は
国
家
を
失
う
こ
と
に
な
る
と
し
て
、
荘
公
に
断
固
と
し
て

失
地
回
復
の
戦
い
を
起
こ
す
よ
う
促
す
点
に
あ
る
。

第
六
十
五
簡
は
、
「
亦
唯
聞
夫
萬
湯
架
受
突
」
の
後
に
墨
鉤
が
あ

り
、
そ
れ
以
下
が
留
白
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
が
篇
末

『
曹
沫
之
陳
』
の
兵
学
的
特
色

だ
と
考
え
ら
れ
る
。

(
1
)

戦
争
目
的
と
戦
争
の
性
格

『
曹
沫
之
陳
』
は
、
曹
沫
が
魯
の
荘
公
（
在
位
~
前
六
九
三
S

前

六
六
二
年
）
に
対
し
、
斉
に
奪
わ
れ
た
領
土
を
奪
回
す
べ
く
、
失

地
回
復
の
戦
い
を
勧
め
る
状
況
を
設
定
す
る
。
「
還
年
に
し
て
曹
沫

に
問
い
て
日
く
、
吾
は
斉
と
戦
わ
ん
と
欲
す
」

(
3
)
と
、
つ
い
に

斉
と
の
戦
い
を
決
意
し
た
荘
公
は
、
「
問
う
、
陳
す
る
は
笑
如
、
辺

城
を
守
る
は
羹
如
」

(
3
）
と
、
曹
沫
に
兵
法
を
質
問
し
始
め
、
『
曹

沫
之
陳
』
は
両
者
の
問
答
で
全
体
が
構
成
さ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
戦
争
目
的
は
、
国
境
付
近
の
城
邑
を
防
衛
し
つ
つ
、

斉
と
の
会
戦
に
勝
利
し
て
有
利
な
立
場
で
講
和
し
、
斉
が
奪
っ
た

土
地
を
魯
に
返
還
さ
せ
る
と
い
っ
た
、
国
境
沿
い
の
城
邑
の
奪
回

に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
数
日
と
い
っ
た
短
期
間
の
会
戦
が
そ
の

ま
ま
戦
争
全
体
で
あ
る
形
態
を
取
る
。
そ
の
た
め
、
数
年
に
わ
た

る
長
期
戦
は
想
定
さ
れ
ず
、
進
撃
距
離
も
魯
の
国
都
・
曲
阜
か
ら

斉
と
の
国
境
付
近
ま
で
と
‘

1
0
0
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
内
外
の
短
い

(178) 



『
孫
子
』
は
、
六
十
二
年
に
わ
た
る
呉
越
抗
争
を
状
況
と
し
て

設
定
す
る
が
、
呉
越
抗
争
は
国
境
沿
い
の
土
地
の
争
奪
が
戦
争
目

距
離
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
（
図

I
参
照
）

（図 I)

的
で
は
な
く
、
敵
国
の
完
全
制
圧
を
目
的
と
し
、
前
四
七
二
年
の

呉
の
滅
亡
で
終
結
し
て
い
る
。
ま
た
『
孫
子
』
の
作
者
と
さ
れ
る

孫
武
が
立
案
し
た
呉
の
対
楚
戦
役
も
、
敵
国
の
覆
滅
を
目
指
し
た

長
期
戦
で
、
前
五
―
一
年
か
ら
前
五

0
六
年
の
楚
都
・
郡
の
占
領

ま
で
六
年
間
継
続
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
『
孫
子
』
の
場
合
は
、
一
度
の
会
戦
が
そ
の
ま
ま

戦
争
全
体
と
な
る
単
純
な
形
を
取
ら
ず
、
国
境
を
突
破
し
た
遠
征

軍
が
、
機
動
戦
を
く
り
返
し
て
進
路
や
目
的
地
を
秘
匿
し
な
が
ら

敵
国
奥
深
く
進
入
し
、
国
都
攻
略
の
擬
態
を
演
出
す
る
一
方
、
自

軍
が
脱
出
不
可
能
な
重
包
囲
に
陥
っ
た
か
の
状
況
を
自
ら
作
り
出

し
て
、
敵
の
主
力
軍
を
誘
い
出
し
、
決
戦
に
勝
利
し
て
敵
国
の
意

図
を
挫
い
た
後
に
帰
還
す
る
と
の
複
雑
な
構
造
を
持
つ
。

こ
れ
に
比
べ
る
と
『
曹
沫
之
陳
』
が
想
定
す
る
戦
争
は
、
期
間

も
進
撃
距
離
も
極
め
て
短
く
、
戦
場
も
国
境
近
辺
の
一
地
点
に
想

定
さ
れ
る
た
め
に
、
『
孫
子
』
の
よ
う
に
補
給
の
困
難
さ
が
強
調
さ

れ
る
こ
と
は
な
く
、
前
線
へ
の
軍
需
物
資
の
輸
送
が
国
家
経
済
を

疲
弊
さ
せ
る
と
の
誓
告
も
説
か
れ
な
い
。

「
三
軍
境
に
出
で
て
必
ず
勝
つ
は
、
以
て
邦
を
治
む
る
こ
と
有
る

べ
し
」

(12)
と
、
国
境
付
近
で
の
作
戦
の
み
を
想
定
す
る
『
曹
沫

之
陳
』
と
、
「
散
地
に
は
則
ち
戦
う
こ
と
無
く
」
（
九
地
篇
）
と
、

国
境
付
近
で
の
戦
闘
を
回
避
し
、
「
馳
車
千
駆
、
革
車
千
乗
、
帯
甲

十
万
、
千
里
に
し
て
糧
を
餓
る
」
（
作
戦
篇
）
長
距
離
進
撃
を
想
定
す
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る
『
孫
子
』
と
の
懸
隔
は
大
き
い
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
注
15)0

(
2
)

軍
の
構
成
と
戦
闘
の
形
式

『
曹
沫
之
陳
』
の
軍
隊
は
、
「
車
間
に
伍
を
容
れ
、
伍
間
に
兵
を

容
れ
、
常
有
る
を
貴
ぶ
」
(
5
)
「
車
連
も
皆
栽
つ
」

(
9
)

「車

を
率
い
る
に
は
車
を
以
て
し
、
徒
を
率
い
る
に
は
徒
を
以
て
す
」

(17)

と
、
戦
車
部
隊
が
主
力
で
、
そ
れ
に
歩
兵
部
隊
が
随
伴
す

る
、
春
秋
時
代
の
軍
隊
に
一
般
的
な
構
成
を
取
る
。
し
た
が
っ
て

整
備
さ
れ
た
道
路
以
外
進
め
な
い
両
軍
の
進
撃
経
路
は
、
互
い
に

察
知
し
合
う
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
ま
た
戦
車
が
戦
闘
可
能
な
の

は
平
坦
な
場
所
に
限
ら
れ
る
か
ら
、
双
方
は
同
一
の
地
点
を
会
戦

が
生
ず
る
戦
場
と
し
て
予
期
し
う
る
。
そ
こ
で
戦
闘
は
、
互
い
が

遭
遇
を
期
す
平
原
で
の
会
戦
と
い
っ
た
、
一
定
の
様
式
に
従
う
形

を
取
る
。
両
軍
が
戦
場
で
対
峙
し
た
後
に
戦
闘
が
開
始
さ
れ
る
の

で
、
必
ず
正
攻
法
に
よ
る
正
面
攻
撃
の
形
を
取
り
、
待
ち
伏
せ
攻

撃
や
背
後
や
側
面
か
ら
の
奇
襲
攻
撃
に
よ
る
勝
利
は
想
定
さ
れ
て

い
な
い
。
『
孫
子
』
の
場
合
、
舞
台
が
中
原
で
は
な
く
長
江
流
域
で
あ
っ

た
こ
と
も
手
伝
っ
て
、
軍
は
大
量
の
歩
兵
部
隊
が
主
力
で
、
そ
れ

に
戦
車
部
隊
が
随
伴
す
る
構
成
を
取
る
。
そ
の
た
め
戦
場
は
必
ず

し
も
平
坦
な
地
形
で
あ
る
必
要
は
な
く
、
「
客
、
水
を
絶
ち
て
来
た

(
3
)
勝
利
の
関
鍵

ら
ば
、
之
を
水
の
内
に
迎
う
る
こ
と
勿
く
、
半
ば
済
ら
し
め
て
之

を
撃
つ
は
利
な
り
」
（
行
軍
篇
）
と
、
渡
河
す
る
敵
軍
を
対
岸
で
待

ち
伏
せ
攻
撃
し
た
り
、
「
夜
戦
に
は
鼓
金
を
多
く
す
」
（
軍
争
篇
）

と
、
夜
襲
を
か
け
る
な
ど
の
奇
襲
攻
撃
に
よ
る
勝
利
が
想
定
さ
れ

る
。
そ
の
た
め
『
孫
子
』
で
は
、
「
兵
と
は
詭
道
な
り
」
「
其
の
無

備
を
攻
め
、
其
の
不
意
に
出
づ
」
（
計
篇
）
「
兵
は
詐
を
以
て
立
つ
」

（
軍
争
篇
）
と
、
詭
詐
権
謀
こ
そ
が
兵
法
の
本
質
だ
と
規
定
さ
れ
る
。

こ
れ
に
比
べ
る
と
『
曹
沫
之
陳
』
の
兵
法
は
、
「
奔
ら
ざ
れ
ば
爾

れ
或
に
興
に
或
に
康
く
し
て
以
て
会
す
」

(12)

と
、
正
々
堂
々
と

会
戦
に
臨
む
と
い
っ
た
様
式
を
守
る
、
春
秋
時
代
の
中
原
に
お
け

る
戦
車
戦
の
形
式
を
色
濃
く
保
存
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
『
曹
沫

之
陳
』
に
は
、
「
故
に
兵
は
詐
を
以
て
立
ち
、
利
を
以
て
動
き
、
分

合
を
以
て
変
を
為
す
者
な
り
」
（
『
孫
子
』
軍
争
篇
）
と
い
っ
た
、

分
進
合
撃
に
よ
る
機
動
戦
の
戦
術
は
説
か
れ
て
い
な
い
。

『
曹
沫
之
陳
』
に
お
い
て
は
、
戦
闘
が
一
定
の
様
式
に
従
っ
て

正
攻
法
で
行
わ
れ
る
た
め
、
『
孫
子
』
の
よ
う
に
詭
詐
権
謀
が
勝
利

の
要
因
と
は
さ
れ
ず
、
軍
の
士
気
の
高
さ
、
兵
士
の
戦
意
の
旺
盛
さ

に
勝
利
の
関
鍵
が
求
め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
『
曹
沫
之
陳
』
に

は
、
戦
術
的
な
駆
け
引
き
に
関
す
る
記
述
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
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君
主
や
指
揮
官
に
対
し
て
、
兵
士
の
士
気
を
鼓
舞
す
べ
き
こ
と
が

執
拗
に
説
か
れ
る
。

そ
の
た
め
、
「
固
き
謀
有
る
も
固
き
城
亡
く
、
克
政
有
る
も
克
陳
亡

し
と
。
三
代
の
陳
は
皆
存
す
る
も
、
或
い
は
以
て
克
ち
、
或
い
は

以
て
亡
ぶ
」
(
3
)
と
か
、
「
是
の
故
に
夫
の
陳
な
る
者
は
、
三
教

の
末
な
り
」
(
5
)
と
、
陣
法
よ
り
も
戦
意
高
揚
の
方
策
の
側
が
優

先
さ
れ
る
。

そ
の
具
体
的
方
策
と
し
て
は
、
「
君
自
ら
労
す
る
に
憚
か
る
こ
と

母
く
、
以
て
上
下
の
情
偽
を
観
よ
。
匹
夫
・
寡
婦
の
獄
訟
は
、
君

必
ず
身
ら
之
を
聴
け
。
足
ら
ざ
る
を
知
る
こ
と
有
り
て
、
中
ら
ざ

る
所
亡
け
れ
ば
、
則
ち
民
は
之
に
親
し
ま
ん
」

(11)

「
賞
均
し
く

し
て
聴
く
こ
と
中
ら
ば
、
則
ち
民
は
之
に
和
せ
ん
」

(11)

と
か
、

「
民
の
時
を
獲
つ
こ
と
母
か
れ
、
民
の
利
を
奪
う
こ
と
母
か
れ
。

功
を
申
べ
て
食
わ
せ
、
刑
す
る
に
は
皐
有
る
を
罰
し
、
賞
す
る
に

は
應
有
る
に
爵
す
」
(
5
)
な
ど
と
、
民
衆
の
生
活
に
配
慮
し
た
国

内
統
治
、
能
力
本
位
の
人
材
登
用
、
公
平
・
適
切
な
賞
罰
な
ど
が

挙
げ
ら
れ
る
が
、
「
爵
を
摂
む
こ
と
母
か
れ
」

(12)

「
勝
つ
は
則

ち
禄
爵
に
常
有
り
て
、
忌
に
之
れ
が
当
た
る
こ
と
莫
け
れ
ば
な
り
」

(16)

「
賞
を
重
く
し
刑
を
薄
く
し
て
、
其
の
死
を
忘
れ
て
其
の
生

く
る
を
見
ん
こ
と
を
思
い
、
良
車
・
良
士
は
往
き
て
之
を
取
ら
ん

こ
と
を
思
う
の
み
」

(16)

「
獲
た
る
を
賞
し
て
葱
る
る
を
加
し
、

以
て
其
の
志
を
勧
む
」

(18)

と
、
軍
功
を
上
げ
た
者
に
対
す
る
重

賞
を
約
束
し
て
、
兵
士
の
戦
意
を
高
揚
さ
せ
る
手
段
が
強
調
さ
れ

る。
主
に
歩
兵
と
し
て
軍
に
動
員
さ
れ
る
民
の
戦
意
は
、
極
め
て
乏

し
い
状
況
に
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
彼
ら
を
重
賞
で
釣
っ
て
戦
わ
せ

よ
う
と
す
る
主
張
が
く
り
返
さ
れ
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

兵
士
の
士
気
を
鼓
舞
す
る
方
策
と
し
て
は
、
地
位
の
高
い
人
物

を
指
揮
官
に
選
任
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
「
凡
そ
貴
人
は
前
位

の
一
行
に
処
ら
ん
こ
と
を
思
う
。
後
る
れ
ば
則
ち
亡
ぶ
を
見
ん
。

進
む
に
は
必
ず
二
将
軍
有
り
。
将
軍
無
け
れ
ば
必
ず
数
獄
大
夫
有

り
、
神
大
夫
無
け
れ
ば
必
ず
数
大
官
の
師
・
公
孫
公
子
有
り
。
凡

そ
有
司
・
率
長
は
、
伍
の
間
に
必
ず
公
孫
•
公
子
有
り
。
是
を
軍

紀
と
謂
う
」
(
5
)
と
か
、
「
君
如
し
親
ら
率
い
れ
ば
」

(
6
)

「是

の
故
に
長
は
必
ず
邦
の
貴
人
及
び
邦
の
奇
士
と
約
し
、
卒
を
御
し

兵
を
使
う
」
(
7
)
「
人
、
士
を
使
わ
ば
、
我
は
大
夫
を
使
う
。
人
、

大
夫
を
使
わ
ば
、
我
は
将
軍
を
使
う
。
人
、
将
軍
を
使
わ
ば
、
我

は
君
身
ら
進
む
。
此
れ
戦
い
の
顕
道
な
り
と
」

(12)

「
其
の
将
卑

に
し
て
、
父
兄
は
薦
め
ず
、
邦
由
り
之
を
御
す
。
此
れ
師
を
出
だ

す
の
忌
な
り
」

(13)
な
ど
と
、
敵
軍
の
指
揮
官
よ
り
も
地
位
の
高

い
人
物
を
指
揮
官
に
任
命
し
、
な
お
か
つ
君
主
を
は
じ
め
と
す
る

貴
族
が
先
陣
を
切
っ
て
戦
う
姿
勢
を
示
せ
ば
、
民
は
統
治
者
が
本

気
だ
と
感
じ
て
戦
意
が
高
揚
し
、
勝
利
で
き
る
と
述
べ
ら
れ
る
。

こ
の
場
合
、
指
揮
官
に
ど
の
よ
う
な
軍
事
的
才
能
が
要
求
さ
れ
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る
の
か
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
な
い
。
む
し
ろ
身
分

の
高
い
貴
族
で
あ
る
こ
と
自
体
に
、
重
要
な
意
味
が
認
め
ら
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
、
軍
に
歩
兵
と
し
て
大
量
動
員
さ
れ
た
民
に
、
戦

争
の
遂
行
を
自
分
自
身
の
問
題
と
理
解
し
、
自
発
的
に
戦
お
う
と

す
る
認
識
が
低
か
っ
た
こ
と
の
反
映
で
あ
ろ
う
。
民
が
、
戦
争
は

統
治
階
層
が
勝
手
に
始
め
た
も
の
で
、
自
分
た
ち
に
は
関
係
が
な

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
戦
場
に
駆
り
出
さ
れ
て
迷
惑
千
万
だ
と
し

か
受
け
止
め
な
け
れ
ば
、
戦
意
が
低
く
な
る
の
は
当
然
で
あ
る
。

こ
う
し
た
感
情
を
払
拭
す
る
た
め
に
は
、
君
主
を
は
じ
め
と
す
る

貴
族
が
先
陣
を
切
っ
て
戦
う
姿
勢
を
示
し
、
貴
賎
を
問
わ
な
い
一

体
感
を
感
得
さ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

『
孫
子
』
の
場
合
も
、
民
の
戦
闘
意
欲
が
極
め
て
低
い
状
態
を
前

提
に
し
て
い
る
が
、
「
勇
怯
は
勢
な
り
」
（
勢
篇
）
と
、
将
軍
が
案

出
す
る
詭
詐
権
謀
に
よ
っ
て
民
の
戦
意
の
低
さ
を
補
う
形
が
取
ら
れ
、

そ
こ
に
勝
利
の
関
鍵
が
求
め
ら
れ
る
た
め
、
将
軍
に
は
極
め
て
高
度
な

軍
事
的
才
能
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
「
凡
そ
此
の
六
者
は
、
敗

の
道
な
り
。
将
の
至
任
に
し
て
、
察
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
」
（
地
形

篇
）
「
将
軍
の
事
は
、
静
か
に
し
て
以
て
幽
く
、
正
し
く
し
て
以
て
治
ま

る
」
（
九
地
篇
）
な
ど
と
、
子
』
に
は
そ
れ
に
関
す
る
記
述
が
頻
出

す
る
。ま
た
『
孫
子
』
が
想
定
す
る
戦
争
は
、
敵
国
の
奥
深
く
侵
入
す
る
長

距
離
進
撃
の
形
態
を
取
る
た
め
、
君
主
親
征
は
も
と
よ
り
、
大
量
の

公
孫
•
公
子
・
貴
族
な
ど
を
軍
に
編
入
し
、
国
内
に
統
治
階
層
が
長

期
間
不
在
で
あ
る
状
態
を
招
く
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
て
『
曹
沫
之
陳
』
の
場
合
は
、
進
撃
距
離
も
短
く
、
期
間
も
短

く
、
国
境
近
辺
で
の
会
戦
が
想
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
君
主
を
は

じ
め
と
す
る
貴
族
が
先
陣
を
切
っ
て
戦
う
形
態
が
可
能
だ
と
考
え

ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

(
4
)
陣
法
の
特
色

『
曹
沫
之
陳
』
に
示
さ
れ
る
陣
は
、
「
車
間
に
伍
を
容
れ
、
伍
間

に
兵
を
容
れ
、
常
有
る
を
貴
ぶ
」

(
5
)
「
車
連
も
皆
栽
つ
」

(
9
)

「
車
を
率
い
る
に
は
車
を
以
て
し
、
徒
を
率
い
る
に
は
徒
を
以
て

す
」
(
1
7
)
と
、
戦
車
と
歩
兵
の
混
成
部
隊
か
ら
成
り
、
戦
車
と
戦

車
の
間
に
随
伴
歩
兵
を
配
置
す
る
形
で
、
横
一
列
に
展
開
す
る
戦

列
「
行
」
を
組
む
。

そ
し
て
「
凡
そ
貴
人
は
前
位
の
一
行
に
処
ら
ん
こ
と
を
思
う
。

後
る
れ
ば
則
ち
亡
ぶ
を
見
ん
」
（
5
）
「
厚
食
を
【
立
つ
る
は
】
、

前
行
を
為
さ
し
め
ん
と
思
え
ば
な
り
。
三
行
の
後
に
、
荀
も
短
兵

を
見
れ
ば
」
(
8
）
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
戦
列
を
前
・
中
・
後
の

二
行
配
置
す
る
。

「
五
人
は
伍
を
以
て
し
、
万
人
は
【
軍
を
以
て
す
】
」

(
5
)
と、

一
軍
は
一
万
人
と
さ
れ
、
ま
た
「
三
軍
出
づ
る
と
き
は
、
君
自
ら
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率
い
、
必
ず
草
•
有
司
を
漿
め
て
之
に
告
ぐ
」
(
5
)
「
卒
に
長
有

り
、
三
軍
に
帥
有
り
、
邦
に
君
あ
り
」
(
7
)
「
能
く
百
人
を
治

む
る
も
の
は
、
百
人
に
長
た
ら
使
め
、
能
く
三
軍
を
治
む
る
も
の

は
、
帥
い
さ
せ
ん
こ
と
を
思
い
て
【
之
】
に
授
く
」

(11)

「
三
軍

境
に
出
で
て
必
ず
勝
つ
は
、
以
て
邦
を
治
む
る
こ
と
有
る
べ
し
」

(12)

「
三
軍
大
敗
し
て
勝
た
ず
」

(14)

な
ど
と
、
決
ま
っ
て
三

軍
が
出
動
す
る
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
総
兵
力
は
三
万
前
後
と
な

る
。
し
た
が
っ
て
三
軍
で
出
征
し
た
場
合
、
一
行
は
約
一
万
人
の

兵
力
で
編
制
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

た
だ
し
魯
の
荘
公
（
在
位
~
前
六
九
三

S

前
六
六
二
年
）
と
同

時
代
の
春
秋
時
代
前
半
（
前
七
七

O
S
前
五
八
八
年
）
に
あ
っ
て

は
、
晋
が
楚
を
破
っ
て
覇
者
の
地
位
を
確
立
し
た
城
礫
の
戦
い
（
前

六
三
二
年
）
や
、
晋
が
魯
や
衛
と
連
合
し
て
斉
を
討
っ
た
窯
の
戦
い
（
前

五
八
九
年
）
の
よ
う
な
著
名
な
大
会
戦
で
も
、
晋
の
兵
力
は
戦
車
が
七

百
乗
か
ら
八
百
乗
、
兵
員
数
が
二
万
余
の
規
模
で
あ
る
か
ら
、
魯
単

独
で
三
万
の
兵
力
を
動
員
で
き
た
と
す
る
の
は
過
大
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
『
曹
沫
之
陳
』
が
記
す
兵
力
数
は
、
荘
公
当
時
の
実
数
で
は
な

く
、
兵
力
数
が
増
加
し
て
三
•
四
万
か
ら
十
万
に
及
ん
だ
、
春
秋

時
代
後
半
（
前
五
八
七

S
前
四

0
四
年
）
の
状
況
を
反
映
し
た
も

の
で
あ
ろ
う
。

『
曹
沫
之
陳
』
に
は
、
こ
れ
以
外
の
陣
形
は
全
く
記
述
さ
れ
な

い
か
ら
、
上
記
の
陣
形
が
普
遍
的
な
陣
形
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
春
秋
時
代
に
中
原
で
行
わ
れ
て
い
た
戦
車

戦
の
典
型
的
な
形
を
保
存
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

『
孫
子
』
は
ほ
と
ん
ど
陣
形
に
言
及
し
な
い
か
ら
、
『
曹
沫
之
陳
』

と
の
比
較
は
で
き
な
い
が
、
銀
雀
山
前
漢
墓
か
ら
出
土
し
た
『
孫

腋
兵
法
』
に
は
陣
形
に
関
す
る
豊
富
な
記
述
が
存
在
す
る
。
『
孫
腋

兵
法
』
八
陳
篇
に
は
、
「
陳
を
用
う
る
に
参
分
し
、
陳
誨
に
鋒
有
り
、

鋒
誨
に
後
有
り
て
、
皆
令
を
待
ち
て
動
く
。
闘
は
一
、
守
は
二
に
し

て
、
一
を
以
て
敵
を
侵
し
、
二
を
以
て
収
む
」
と
、
兵
力
を
三
分
割

し
、
先
鋒
一
、
後
衛
二
の
比
率
で
配
置
す
る
陣
形
が
示
さ
れ
る
。
こ

れ
は
、
布
陣
す
る
際
の
一
般
的
・
原
則
的
陣
形
で
、
陣
の
側
縁
が
末

広
が
り
の
八
の
字
形
に
な
る
と
こ
ろ
か
ら
八
陣
と
称
さ
れ
、
後
代
の
魚

鱗
の
陣
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
『
孫
腋
兵
法
』
十
陳
篇
で
は
、
「
凡
そ
陳
に
十
有
り
。
方

陳
有
り
、
円
陳
有
り
、
疎
陳
有
り
、
錐
行
の
陳
有
り
、
雁
行
の
陳

有
り
、
鉤
行
の
陳
有
り
、
玄
襄
の
陳
有
り
、
火
陳
有
り
、
水
陳
有
り
」

と
、
一
般
形
以
外
の
特
殊
な
状
況
と
用
途
に
応
じ
た
十
種
類
の
陣
形

を
示
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
運
用
法
を
詳
細
に
解
説
す
る
。
こ
れ
に
比
べ
る

と
『
曹
沫
之
陳
』
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
用
途
に
応
じ
た
陣
形
が
示

さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
前
・
中
・
後
の
三
行
か
ら
成
る
一
般
的
陣

形
し
か
登
場
し
な
い
。
こ
う
し
た
現
象
は
、
『
曹
沫
之
陳
』
の
想
定

す
る
戦
争
が
、
戦
車
を
主
力
と
す
る
軍
隊
同
士
の
正
攻
法
に
よ
る

会
戦
と
い
っ
た
単
純
な
形
態
を
取
る
た
め
、
こ
と
さ
ら
に
複
雑
な
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陣
形
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

『
孫
子
』
勢
篇
は
、
「
凡
そ
戦
い
は
、
正
を
以
て
合
い
、
奇
を
以

て
勝
つ
」
と
、
正
法
で
敵
と
対
陣
し
た
後
、
次
々
と
奇
法
を
繰
り

出
し
て
勝
利
す
べ
き
こ
と
を
述
べ
る
。
ま
た
『
孫
腋
兵
法
』
奇
正

篇
は
、
「
形
以
て
形
に
応
ず
る
は
正
な
り
。
無
形
に
し
て
形
を
制
す

る
は
奇
な
り
」
「
同
し
け
れ
ば
以
て
相
勝
つ
に
足
ら
ず
。
故
に
異
を

あ
た

以
て
奇
と
為
す
」
と
か
、
「
是
を
以
て
静
の
動
に
為
る
は
奇
、
侠
を

以
て
労
に
為
る
は
奇
、
飽
の
飢
に
為
る
は
奇
、
治
の
乱
に
為
る
は
奇
、

衆
の
寡
に
為
る
は
奇
な
り
」
「
奇
発
す
れ
ば
而
ち
正
と
為
る
も
、
其

の
未
だ
発
せ
ざ
る
者
は
奇
な
り
。
奇
発
す
る
も
報
い
ら
れ
ざ
れ
ば
、

則
ち
勝
つ
」
な
ど
と
、
奇
正
の
運
用
法
を
詳
細
に
解
説
す
る
（
注
1
6
)
0

こ
れ
に
対
し
て
『
曹
沫
之
陳
』
は
、
「
其
の
之
を
去
る
こ
と
速
か

ら
ず
、
其
の
之
に
就
く
こ
と
附
か
ら
ず
、
其
の
節
を
啓
く
こ
と
疾

か
ら
ざ
る
は
、
此
れ
戦
の
忌
な
り
。
是
の
故
に
疑
陳
は
敗
れ
、
疑

戦
は
死
す
」

(13)

と
、
戦
闘
に
際
し
て
の
禁
忌
を
述
べ
る
が
、

そ
こ
で
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
は
、
戦
場
に
向
け
て
の
軍
の
移
動

が
迅
速
で
な
く
、
戦
場
へ
の
各
部
隊
の
集
結
が
緊
密
で
な
く
、
戦

場
到
着
後
に
戦
闘
隊
形
を
組
む
こ
と
が
迅
速
で
な
い
こ
と
な
ど
で

あ
る
。確
か
に
縦
隊
で
行
軍
し
て
戦
場
に
到
着
し
た
後
、
遅
滞
な
く
横

に
展
開
し
て
戦
闘
隊
形
の
車
列
に
変
換
す
る
運
動
は
、
高
度
な
技

量
を
必
要
と
す
る
。
す
な
わ
ち
『
曹
沫
之
陳
』
が
陣
形
に
関
し
て

問
題
視
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
展
開
運
動
の
速
や
か
な
完
了
の
み

で
あ
っ
て
、
両
軍
対
陣
後
の
奇
法
に
関
す
る
戦
術
が
説
か
れ
る
こ

と
は
な
い
。
布
陣
が
完
了
し
、
戦
闘
が
開
始
さ
れ
た
後
は
、
上
述

の
よ
う
に
、
ひ
た
す
ら
士
気
を
鼓
舞
し
て
、
兵
士
に
勇
戦
・
カ
闘

さ
せ
る
点
に
の
み
、
勝
利
の
要
因
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
陣
法
に
関
す
る
特
色
と
し
て
は
、
劣
勢
を
立
て
直
す
方

策
へ
の
関
心
が
強
い
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
劣
勢
建
て
直
し
の
方
策

は
、
「
敗
戦
を
復
す
る
」
「
槃
戦
を
復
す
る
」
「
鉗
戦
を
復
す
る
」
「
鋏

戦
を
復
す
る
」
の
四
種
に
分
か
れ
る
。

最
初
の
「
敗
戦
を
復
す
る
」
場
合
は
、
「
三
軍
大
敗
し
て
勝
た
ず
」

(14)

と
の
状
況
が
前
提
に
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
完
敗
を

喫
し
た
軍
が
戦
場
の
近
辺
で
態
勢
を
立
て
直
す
こ
と
は
不
可
能
で
、

態
勢
の
挽
回
は
、
軍
が
都
城
に
撤
収
し
て
解
散
し
た
の
ち
、
改
め

て
国
内
で
行
わ
れ
る
。
軍
の
再
建
を
述
べ
る
部
分
に
は
残
欠
が
多

く
、
必
ず
し
も
文
意
が
明
快
で
は
な
い
。

し
か
し
、
「
【
死
】
者
は
之
を
収
め
、
傷
者
は
之
を
問
う
。
死
者

に
善
く
す
る
は
生
く
る
者
の
為
な
り
。
君
は
慎
ま
ざ
る
べ
か
ら
ず
。

依
ら
ざ
れ
ば
則
ち
恒
な
ら
ず
、
和
せ
ざ
れ
ば
則
ち
輯
わ
ず
」

(15)

と
か
、
「
戒
し
め
よ
。
勝
つ
は
則
ち
禄
爵
に
常
有
り
て
、
忌
に
之
れ

が
当
た
る
こ
と
莫
け
れ
ば
な
り
」

(16)
と
い
っ
た
内
容
か
ら
し
て
、

戦
死
者
の
死
体
を
収
容
し
、
負
傷
者
を
労
っ
て
、
戦
闘
で
死
傷
し

た
兵
士
に
敬
意
を
払
う
姿
勢
を
示
す
方
策
に
よ
り
、
軍
の
再
興
に
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際
し
、
動
員
さ
れ
る
民
の
意
欲
を
殺
が
な
い
よ
う
に
し
た
り
、
軍

功
を
立
て
た
者
へ
の
爵
・
禄
の
賜
与
を
規
定
通
り
実
施
し
て
、
不

満
が
出
な
い
よ
う
に
処
置
し
て
、
国
内
の
結
束
を
図
る
こ
と
な
ど

が
、
そ
の
具
体
的
内
容
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
「
敗

戦
を
復
す
る
」
場
合
、
作
戦
再
興
の
策
源
地
は
、
主
に
本
国
の
都

城
と
な
る
。

二
番
目
の
「
槃
戦
を
復
す
る
」
場
合
は
、
「
既
に
戦
い
て
豫
に
復

す
る
に
、
軍
中
に
号
令
し
て
日
く
」

(16)

と
の
内
容
か
ら
、
一
度

会
戦
し
て
敗
北
し
、
戦
場
か
ら
退
却
し
て
戦
闘
隊
形
を
解
き
、
行

軍
隊
形
に
戻
っ
た
状
態
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
行
軍
隊
形
に

戻
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
軍
は
解
散
し
て
お
ら
ず
、
退
却
し
て
再

集
結
し
た
地
点
で
、
態
勢
の
立
て
直
し
が
図
ら
れ
る
。

そ
の
た
め
の
具
体
的
方
策
は
、
「
甲
を
繕
い
兵
を
利
く
せ
よ
。
明

日
将
に
戦
わ
ん
と
す
れ
ば
、
則
ち
旗
鹿
は
傷
亡
す
る
も
、
槃
は
行

に
就
け
…
」
「
：
・
□
人
。
吾
れ
の
戦
う
は
敵
天
命
に
順
わ
ざ
れ
ば
な

り
。
師
を
返
し
て
将
に
復
せ
ん
と
す
と
。
戦
う
に
殆
ぶ
む
こ
と
母

か
れ
。
民
を
し
て
疑
い
を
思
わ
し
む
る
こ
と
母
か
れ
。
爾
の
亀
策

に
及
ぶ
や
、
皆
日
く
、
之
に
勝
つ
と
。
爾
の
鼓
を
改
秘
す
れ
ば
、

乃
ち
其
の
服
を
失
わ
ん
。
明
日
陳
に
復
す
る
は
、
必
ず
其
の
所
を

過
ぐ
。
此
れ
槃
戦
を
復
す
る
の
道
な
り
」

(16)

と
述
べ
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
損
傷
し
た
兵
装
•
兵
器
を
修
繕
し
、
損
傷
を
受
け

て
戦
力
を
消
耗
し
た
部
隊
を
統
合
・
再
編
し
て
戦
力
を
回
復
さ
せ
、

敵
国
の
非
を
鳴
ら
し
て
戦
争
目
的
の
正
当
性
を
再
確
認
し
、
卜
窟

で
勝
利
の
占
断
が
出
た
と
宣
伝
し
て
不
安
を
拭
い
去
り
、
民
に
雪
辱

戦
の
勝
利
を
確
信
さ
せ
、
進
撃
を
告
げ
る
太
鼓
を
顕
示
し
て
戦
意
を

高
揚
さ
せ
る
こ
と
な
ど
が
、
そ
の
具
体
的
方
策
で
あ
る
（
注
17)o

「
明
日
将
に
戦
わ
ん
と
す
」
「
明
日
陳
に
復
す
」
と
言
わ
れ
る
こ

と
か
ら
、
敗
退
し
て
戦
場
を
離
脱
し
た
も
の
の
、
軍
は
ま
だ
戦
場

の
近
辺
に
お
り
、
お
そ
ら
く
数
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
後
退
し
た
地
点
で

再
集
結
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
「
槃
戦
を
復
す

る
」
場
合
、
作
戦
再
典
の
策
源
地
は
、
戦
場
の
わ
ず
か
に
後
方
と

な
る
。三
番
目
の
「
鉗
戦
を
復
す
る
」
場
合
は
、
先
頭
を
進
む
者
に
重

賞
を
与
え
て
、
後
続
部
隊
を
も
競
っ
て
前
進
さ
せ
、
恐
怖
心
か
ら

金
縛
り
状
態
に
陥
っ
た
軍
に
進
軍
を
促
す
方
策
が
示
さ
れ
る
。

四
番
目
の
「
鋏
戦
を
復
す
る
」
場
合
は
、
「
然
る
後
に
改
め
て
始

む」

(16)

と
の
内
容
か
ら
、
戦
場
に
布
陣
し
て
戦
端
を
開
い
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
兵
士
に
戦
意
が
欠
け
て
い
た
た
め
に
突
撃
が
不

発
に
終
わ
り
、
改
め
て
戦
闘
開
始
を
企
図
す
る
状
況
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
戦
意
の
欠
如
を
補
う
た
め
に
、
「
収
め
て
之
を
緊
め
、

束
ね
て
之
を
厚
く
す
。
賞
を
重
く
し
刑
を
薄
く
し
て
、
其
の
死
を

忘
れ
て
其
の
生
く
る
を
見
ん
こ
と
を
思
い
、
良
車
・
良
士
は
往
き

て
之
を
取
ら
ん
こ
と
を
思
う
の
み
。
其
の
志
の
起
た
ん
こ
と
を
思

わ
ば
、
勇
者
は
喜
ば
ん
こ
と
を
思
い
、
葱
る
る
者
は
悔
や
ま
ん
こ
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と
を
思
う
。
然
る
に
改
め
て
始
む
。
此
れ
鋏
戦
を
復
す
る
の
道
な

り
」

(16)

と
の
方
策
が
示
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
部
隊
を
集
結
さ
せ
、
密
集
隊
形
を
組
ま
せ
て
恐
怖

心
を
取
り
除
い
た
り
、
重
賞
薄
刑
で
士
気
を
鼓
舞
し
、
優
秀
な
戦

車
と
兵
士
が
死
の
恐
怖
を
忘
れ
、
生
き
残
っ
て
重
賞
を
獲
得
す
る

こ
と
の
み
を
夢
見
て
突
撃
す
る
よ
う
仕
向
け
た
り
、
怯
者
が
勇
戦

し
な
け
れ
ば
恩
賞
に
は
ず
れ
て
後
悔
す
る
と
思
う
よ
う
に
仕
向
け

た
り
す
る
こ
と
が
、
戦
意
の
欠
如
を
補
う
方
策
と
し
て
示
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
戦
意
を
高
揚
さ
せ
た
の
ち
、
改
め
て
戦
闘
命
令
を
下

す
の
で
あ
る
か
ら
、
態
勢
立
て
直
し
の
策
源
地
は
、
現
に
着
陣
し

て
い
る
戦
場
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
態
勢
を
立
て
直
す
四
種
の
方
策
が
、

い
ず
れ
も
敵
軍
と
の
会
戦
を
そ
の
中
心
に
据
え
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
。
「
鉗
戦
を
復
す
る
」
場
合
の
よ
う
に
、
指
揮
官
は
戦
場
に
軍

を
進
ま
せ
て
、
あ
く
ま
で
会
戦
を
目
指
す
。
ま
た
「
鋏
戦
を
復
す

る
」
場
合
の
よ
う
に
、
す
で
に
戦
場
に
布
陣
し
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
自
軍
の
兵
士
が
戦
意
を
欠
い
て
突
撃
を
た
め
ら
う
状
況
下
に

お
い
て
も
、
指
揮
官
は
叱
咤
激
励
し
て
督
戦
し
、
何
と
か
全
軍
に

突
撃
を
敢
行
さ
せ
よ
う
と
す
る
。

さ
ら
に
「
槃
戦
を
復
す
る
」
場
合
の
よ
う
に
、
一
度
会
戦
し
て

敗
退
し
た
の
ち
で
す
ら
、
退
却
地
点
で
劣
勢
を
立
て
直
し
、
「
師
を

返
し
て
将
に
復
せ
ん
と
す
」
と
、
戦
場
に
戻
っ
て
再
度
会
戦
し
よ

う
と
す
る
。
「
敗
戦
を
復
す
る
」
場
合
の
よ
う
に
、
「
三
軍
大
敗
し

て
勝
た
ず
」
と
い
っ
た
完
敗
を
喫
し
て
も
、
な
お
本
国
で
軍
を
再

建
し
て
、
敵
と
再
度
会
戦
し
よ
う
と
す
る
。

こ
の
よ
う
に
『
曹
沫
之
陳
』
が
会
戦
に
強
く
執
着
す
る
の
は
、

春
秋
時
代
の
戦
車
中
心
の
戦
争
で
は
、
会
戦
以
外
に
勝
敗
を
決
す

る
形
式
が
想
定
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
『
曹
沫
之

陳
』
は
、
敵
を
罠
に
か
け
て
奇
襲
し
て
勝
つ
戦
術
は
説
か
れ
な
い

し
、
逆
に
敵
の
奇
襲
に
備
え
る
用
心
も
説
か
れ
る
こ
と
が
な
い
。

「
鳥
の
起
つ
者
は
、
伏
な
り
。
獣
の
該
く
者
は
、
覆
な
り
」
（
行
軍

篇
）
と
、
伏
兵
や
奇
襲
へ
の
注
意
を
促
す
『
孫
子
』
と
は
、
大
き

く
異
な
っ
て
い
る
。

特
に
「
槃
戦
を
復
す
る
」
方
策
の
記
述
は
、
自
軍
が
会
戦
に
敗

れ
、
損
傷
を
受
け
て
退
却
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
敵
軍
が
追
撃

し
て
こ
な
い
状
況
を
前
提
に
し
て
い
る
。
も
し
会
戦
で
の
勝
利
に

乗
じ
て
敵
軍
が
追
撃
に
移
り
、
徹
底
し
た
掃
討
戦
を
行
う
の
で
あ

れ
ば
、
戦
場
か
ら
わ
ず
か
に
退
却
し
た
地
点
に
止
ま
っ
て
劣
勢
を

立
て
直
し
、
翌
日
戦
場
に
戻
っ
て
再
び
会
戦
を
挑
む
行
為
は
全
く

不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。

春
秋
時
代
に
中
原
で
行
わ
れ
た
戦
車
戦
に
お
い
て
は
、
両
軍
が

予
め
会
戦
の
日
時
や
場
所
を
取
り
決
め
た
り
、
戦
場
で
対
陣
し
た

の
ち
、
勇
者
が
進
み
出
て
致
師
や
請
戦
の
儀
礼
が
行
わ
れ
る
な
ど
、
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戦
闘
は
一
定
の
様
式
に
従
っ
て
行
わ
れ
た
。
車
列
が
乱
れ
て
一
方

が
戦
闘
不
能
に
陥
っ
た
り
、
指
揮
官
が
戦
死
し
た
り
、
本
陣
の
軍

旗
が
刈
ら
れ
た
り
す
る
と
、
そ
の
時
点
で
敗
北
し
た
と
判
定
さ
れ
、

敗
者
は
戦
場
か
ら
退
却
し
、
勝
者
は
そ
れ
を
追
撃
し
た
り
し
な
い

決
ま
り
で
あ
っ
た
。

要
す
る
に
戦
争
は
、
貴
族
を
中
心
と
し
た
戦
士
の
美
学
に
則
る

形
で
行
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
正
々
堂
々
と
相
ま
み
え
、
勇
気
と
戦

闘
技
量
を
発
揮
し
て
名
誉
を
獲
得
す
る
点
に
こ
そ
、
戦
闘
の
本
質

が
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
『
孫
子
』
の
よ

う
に
、
「
其
の
無
備
を
攻
め
、
其
の
不
意
に
出
づ
」
と
い
っ
た
詭
詐

権
謀
が
戦
闘
の
本
質
だ
と
は
、
決
し
て
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

『
曹
沫
之
陳
』
に
描
か
れ
る
戦
闘
形
態
は
、
春
秋
時
代
に
中
原
で

行
わ
れ
た
戦
車
戦
の
様
式
を
お
お
む
ね
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
り
、

そ
の
兵
学
も
ま
た
、
基
本
的
に
そ
う
し
た
戦
闘
形
態
を
前
提
に
組

み
立
て
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

『
曹
沫
之
陳
』
の
成
書
年
代

『
曹
沫
之
陳
』
は
、
魯
の
荘
公
が
曹
沫
に
兵
法
を
問
い
、
曹
沫

が
そ
れ
に
答
え
る
問
答
体
の
構
成
を
取
る
。
軍
事
に
関
す
る
魯
の

荘
公
と
曹
沫
の
問
答
は
、
『
左
伝
』
荘
公
十
年
に
も
次
の
よ
う
に
見

え
る
。

夏
六
月
、
齊
師
宋
師
次
干
郎
。

公
子
慨
日
、
宋
師
不
整
。

可

十
年
春
、
齊
師
伐
我
。
公
将
戦
。
曹
劇
請
見
。
其
郷
人
日
、

肉
食
者
謀
之
。
又
何
間
焉
。
劇
日
、
肉
食
者
郡
。
未
能
遠
謀
。

乃
入
見
。
問
。
何
以
戦
。
公
日
、
衣
食
所
安
、
弗
敢
専
也
。

必
以
分
人
。
封
日
、
小
恵
未
偏
。
民
弗
従
也
。
公
日
、
犠
牲

玉
吊
弗
敢
加
也
。
必
以
信
。
封
日
、
小
信
未
学
、
紳
弗
幅
也
。

公
日
、
小
大
之
獄
、
雖
不
能
察
、
必
以
情
。
封
日
、
忠
之
隔

也
。
可
以
一
戦
。
戦
則
請
従
。
公
輿
之
乗
。
戦
干
長
勺
。
公

将
鼓
之
。
劇
日
、
未
可
。
齊
人
三
鼓
。
副
日
、
可
突
。
齊
師

敗
績
。
公
将
馳
之
。
劇
日
、
未
可
。
下
視
其
轍
。
登
賦
而
望

之
。
日
、
可
突
。
遂
逐
齊
師
。
既
克
。
公
問
其
故
。
封
日
、

夫
戦
勇
氣
也
。
一
鼓
作
氣
、
再
而
衰
、
三
而
喝
。
彼
喝
我
盈
。

故
克
之
。
夫
大
國
難
測
也
。
憚
有
伏
焉
。
吾
視
其
轍
乱
、
望

其
旗
靡
。
故
逐
之
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
荘
公
十
年
（
前
六
八
四
年
）
の
長
勺
の
戦
い
で

は
、
曹
沫
は
荘
公
と
同
じ
戦
車
に
搭
乗
し
て
魯
軍
を
率
い
、
斉
軍

を
撃
破
し
て
い
る
。
同
じ
年
の
六
月
に
も
、
斉
は
宋
と
連
合
し
て

魯
を
攻
撃
し
た
が
、
公
子
恨
が
荘
公
の
制
止
を
無
視
し
て
独
断
で
宋

軍
を
攻
撃
し
、
宋
軍
が
大
敗
し
た
た
め
斉
軍
は
退
却
し
て
い
る
。
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敗
也
。
宋
敗
齊
必
還
。
請
撃
之
。
公
弗
許
。
自
霧
門
籟
出
、

蒙
皐
比
而
先
犯
之
。
公
従
之
、
大
敗
宋
師
千
乗
丘
。
齊
師
乃

還
。
（
『
左
伝
』
荘
公
十
年
）

荘
公
十
三
年
（
前
六
八
一
年
）
、
魯
と
斉
は
祠
邑
で
盟
約
し
て
和

睦
し
た
が
、
こ
の
間
、
魯
が
斉
に
敗
北
し
て
領
地
を
奪
わ
れ
た
と
す
る

記
述
は
、
『
左
伝
』
に
は
存
在
し
な
い
。
荘
公
九
年
（
前
六
八
五
年
）

に
魯
は
乾
時
で
斉
と
戦
い
、
荘
公
が
乗
り
込
ん
で
い
た
戦
車
を
捨

て
て
敗
走
す
る
と
い
っ
た
敗
績
を
喫
し
て
い
る
が
、
曹
沫
は
こ
の

乾
時
の
戦
い
の
指
揮
を
執
っ
て
お
ら
ず
、
領
土
が
奪
わ
れ
た
わ
け

で
も
な
い
。

し
た
が
っ
て
次
に
示
す
よ
う
な
、
曹
沫
が
斉
の
桓
公
を
脅
か
し

て
奪
わ
れ
た
領
土
を
返
還
さ
せ
た
と
す
る
話
も
、
当
然
『
左
伝
』

に
は
記
録
さ
れ
な
い
。

五
年
、
伐
魯
、
魯
将
師
敗
。
魯
荘
公
請
猷
遂
邑
以
平
、
桓
公

許
、
奥
魯
會
桐
而
盟
。
魯
将
盟
、
曹
沫
以
ヒ
首
劫
桓
公
於
壇

上
日
、
反
魯
之
侵
地
。
桓
公
許
之
。
巳
而
曹
沫
去
ヒ
首
、
北

面
就
臣
位
。
桓
公
后
悔
、
欲
無
輿
魯
地
而
殺
曹
沫
。
管
仲
日
、

夫
劫
許
之
而
倍
信
殺
之
、
愈
一
小
快
耳
、
而
棄
信
於
諸
侯
。

失
天
下
之
援
、
不
可
。
於
是
遂
奥
曹
沫
三
敗
所
亡
地
於
魯
゜

（
『
史
記
』
斉
太
公
世
家
）

十
三
年
、
魯
荘
公
典
曹
沫
會
齊
桓
公
於
桐
。
曹
沫
劫
齊
桓
公
、

求
魯
侵
地
、
巳
盟
而
繹
桓
公
。
（
『
史
記
』
魯
周
公
世
家
）

こ
の
よ
う
に
『
左
伝
』
と
『
史
記
』
と
で
は
、
記
さ
れ
る
曹
沫

の
人
物
像
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
（
注
18)°

こ
の
う
ち
『
左
伝
』
に

見
え
る
曹
沫
は
、
魯
軍
を
率
い
て
侵
攻
し
て
き
た
斉
軍
を
撃
破
し

た
名
将
で
あ
り
、
魯
の
軍
事
的
英
雄
で
あ
る
。

他
方
、
『
史
記
』
に
見
え
る
曹
沫
は
、
勇
者
で
は
あ
っ
て
も
、
斉

に
三
連
敗
し
て
領
土
を
失
っ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
と
て
も
名
将

と
は
呼
べ
な
い
人
物
で
あ
る
。
『
史
記
』
に
見
え
る
壮
士
風
の
曹
沫

像
の
原
型
は
、
次
に
示
す
『
公
羊
伝
』
で
あ
ろ
う
。

荘
公
将
會
乎
桓
。
曹
子
進
日
、
君
之
意
何
如
。
荘
公
日
、
寡

人
之
生
則
不
若
死
突
。
曹
子
日
、
然
則
君
請
嘗
其
君
、
臣
請

嘗
其
臣
。
荘
公
日
、
諾
。
於
是
會
乎
桓
。
荘
公
升
壇
。
曹
子

手
剣
而
従
之
。
管
子
進
日
、
君
何
求
乎
。
曹
子
日
、
城
壊
座

党
、
君
不
圏
輿
。
管
子
日
、
然
則
君
将
何
求
。
曹
子
日
、
願

請
汝
陽
之
田
。
管
子
顧
日
、
君
許
諾
。
桓
公
日
、
諾
。
曹
子

請
盟
。
桓
公
下
典
之
盟
。
已
盟
。
曹
子
標
剣
而
去
之
。
要
盟

可
犯
、
而
桓
公
不
欺
。
曹
子
可
饂
、
而
桓
公
不
怨
。
桓
公
之

信
、
著
乎
天
下
、
自
祠
之
盟
始
焉
。
（
荘
公
十
三
年
）
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曹
沫
が
会
盟
の
場
で
斉
の
桓
公
を
短
剣
で
脅
か
し
、
奪
わ
れ
た

領
土
を
取
り
返
し
た
と
す
る
点
は
、
『
史
記
』
と
同
じ
で
あ
る
が
、

領
土
を
奪
わ
れ
た
責
任
が
曹
沫
に
あ
る
と
は
さ
れ
て
お
ら
ず
、
荘

公
を
始
め
と
す
る
魯
の
君
主
の
責
任
で
あ
る
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

『
史
記
』
の
記
述
は
、
曹
沫
が
自
ら
の
敗
戦
の
責
任
を
取
っ
て
斉

の
桓
公
を
脅
か
し
、
奪
わ
れ
た
領
土
を
取
り
返
し
た
と
す
る
形
に
、

『
公
羊
伝
』
の
内
容
を
改
変
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

『
曹
沫
之
陳
』
に
登
場
す
る
曹
沫
は
、
荘
公
の
政
治
の
仕
方
を

批
判
し
て
、
斉
と
戦
お
う
と
す
る
荘
公
に
兵
法
を
教
授
し
て
い
る

の
で
あ
る
か
ら
、
魯
の
軍
事
的
英
雄
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
は

明
ら
か
で
、
こ
の
点
で
は
『
左
伝
』
に
見
え
る
曹
沫
に
近
い
。
と

こ
ろ
が
『
曹
沫
之
陳
』
で
も
、
魯
が
斉
に
領
土
を
奪
わ
れ
て
い
る

状
況
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
で
は
、
『
曹
沫
之
陳
』
の
状

況
設
定
は
『
公
羊
伝
』
や
『
史
記
』
の
側
に
近
い
。
た
だ
し
斉
に

領
土
を
奪
わ
れ
た
原
因
が
、
曹
沫
が
魯
の
将
軍
と
し
て
斉
に
敗
北

し
た
た
め
だ
と
す
れ
ば
、
敗
軍
の
将
が
君
主
に
兵
を
語
っ
て
い
る

こ
と
に
な
り
、
極
め
て
不
自
然
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
『
曹
沫
之

陳
』
で
は
、
斉
に
領
土
を
奪
わ
れ
た
原
因
は
荘
公
の
統
治
の
失
敗

に
帰
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
『
曹
沫
之
陳
』
の
内
容
は
、
曹
沫
の
人
物
像
は
『
左

伝
』
に
近
く
、
斉
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
状
況
設
定
は
『
公

や
『
史
記
』
に
近
い
と
い
っ
た
よ
う
に
、
両
者
を
折
衷
し
た
形
に

な
っ
て
い
る
。
『
左
伝
』
と
『
公
羊
伝
』
の
記
述
の
い
ず
れ
が
歴
史

的
事
実
な
の
か
は
、
詮
索
す
る
術
が
な
く
不
明
で
あ
る
が
、
い
ず

れ
に
せ
よ
、
『
曹
沫
之
陳
』
が
長
勺
の
戦
い
に
お
け
る
曹
沫
の
活
躍

を
下
敷
き
に
著
作
さ
れ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
成
書

年
代
は
荘
公
十
年
（
前
六
八
四
年
）
以
降
と
な
る
。
さ
ら
に
前
六

六
二
年
に
没
し
た
荘
公
の
謡
号
が
記
さ
れ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、

上
限
は
前
六
六
二
年
以
降
と
な
ろ
う
。

上
限
に
関
し
て
は
、
さ
ら
に
兵
力
数
や
軍
隊
構
成
の
面
か
ら
も

考
察
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
。
『
曹
沫
之
陳
』
は
、
魯
が
三
軍
、
約

三
万
の
兵
力
で
戦
う
の
が
常
態
で
あ
る
か
の
よ
う
に
記
す
。
だ
が

上
述
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
荘
公
当
時
の
実
数
と
し
て
は
あ
ま
り

に
も
過
大
で
あ
り
、
兵
力
数
が
増
大
し
た
春
秋
時
代
後
半
（
前
五

八
七

S
前
四

0
四
年
）
の
状
況
の
反
映
と
考
え
ら
れ
る
。
も
と
よ

り
春
秋
時
代
後
半
に
な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
魯
の
兵
力
数
が
常

時
三
万
に
達
し
た
と
は
考
え
が
た
い
の
で
あ
る
が
、
作
者
が
春
秋

時
代
後
半
の
一
般
的
状
況
に
合
わ
せ
た
結
果
だ
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
『
曹
沫
之
陳
』
は
、
軍
に
大
量
の
民
が
歩
兵
と
し
て
動
員

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
記
す
。
こ
れ
も
、
貴
族
中
心
の
戦
士
が
戦
車

に
搭
乗
し
て
戦
っ
た
春
秋
時
代
前
半
の
状
況
と
は
合
わ
ず
、
む
し

ろ
民
が
歩
兵
と
し
て
大
量
に
軍
に
編
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、

春
秋
時
代
後
半
の
状
況
に
合
致
す
る
。
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た
だ
し
『
曹
沫
之
陳
』
に
騎
兵
が
全
く
姿
を
見
せ
な
い
こ
と
に

も
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
戦
国
時
代
に
生
じ
た
大
き
な
変
化
は
、

北
方
の
遊
牧
騎
馬
民
族
か
ら
導
入
し
た
騎
兵
の
出
現
で
あ
る
。
前

四
五
五
年
、
智
伯
•
韓
•
魏
の
三
氏
が
晋
陽
城
を
攻
撃
せ
ん
と
し

た
と
き
、
趙
襄
子
は
「
乃
ち
延
陵
王
を
し
て
車
騎
を
将
い
て
先
に

晋
陽
に
之
か
し
む
」
（
『
戦
国
策
』
趙
策
）
と
、
戦
車
と
騎
兵
を
先

遣
隊
と
し
て
救
援
に
赴
か
せ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
す
で
に

春
秋
末
期
、
趙
で
は
騎
兵
部
隊
が
編
制
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明

す
る
。前
三

0
七
年
、
趙
の
武
霊
王
が
騎
乗
の
便
を
計
り
、
中
華
の
習

俗
を
改
め
て
胡
服
の
採
用
に
踏
み
切
っ
た
事
例
が
示
す
よ
う
に
、

北
方
の
騎
馬
民
族
と
の
戦
闘
を
通
じ
て
、
趙
は
最
も
早
く
騎
兵
が

発
達
し
た
地
域
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
戦
国
期
に
入
る
と
、
騎
兵
は

急
速
に
各
国
に
普
及
し
、
戦
国
中
期
に
は
数
千
騎
か
ら
一
万
騎
の

規
模
に
達
し
、
騎
兵
か
ら
成
る
襲
撃
部
隊
は
そ
の
卓
越
し
た
機
動

性
を
生
か
し
て
、
一
夜
の
う
ち
に
数
百
里
も
進
撃
す
る
こ
と
が
可

能
と
な
っ
た
。

こ
う
し
た
状
況
の
変
化
を
反
映
し
て
、
「
武
侯
問
い
て
日
く
、
凡

そ
卒
騎
を
畜
う
に
登
れ
方
有
る
か
」
（
『
呉
子
』
治
兵
篇
）
「
武
侯
之

に
従
い
、
車
五
百
乗
、
騎
三
千
匹
を
兼
ね
て
、
秦
の
五
十
万
の
衆

を
破
れ
り
」
（
『
呉
子
』
励
士
篇
）
と
か
、
「
渓
谷
・
険
阻
な
る
者

は
、
車
を
止
め
騎
を
禦
ぐ
所
以
な
り
」
（
『
六
船
』
奇
兵
篇
）
「
夜

半
に
軽
騎
を
遣
り
、
往
き
て
敵
人
の
塁
に
至
る
」
（
『
六
船
』
五
音

篇
）
「
易
な
れ
ば
則
ち
其
の
車
を
多
く
し
、
険
な
れ
ば
則
ち
其
の
騎

を
多
く
す
」
（
『
孫
腋
兵
法
』
八
陳
篇
）
と
、
『
呉
子
』
『
六
餡
』
『
孫

腋
兵
法
』
と
い
っ
た
戦
国
期
の
兵
法
書
に
は
、
騎
兵
が
登
場
し
て

く
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
『
孫
子
』
と
同
様
、
『
曹
沫
之
陳
』
に
も

騎
兵
が
全
く
姿
を
見
せ
な
い
こ
と
は
、
そ
の
成
書
年
代
が
春
秋
時

代
で
あ
る
こ
と
を
物
語
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
検
討
結
果
を
勘
案
す
る
と
、
『
曹
沫
之
陳
』
の
成
書
年
代

は
、
春
秋
中
期
（
前
六
四
八

S
前
五
二
七
年
）
よ
り
も
遅
く
、
春

秋
後
期
（
前
五
二
六

S
前
四

0
四
年
）
で
あ
る
可
能
性
が
最
も
高

い
で
あ
ろ
う
。
上
博
楚
簡
の
書
写
年
代
は
、
郭
店
楚
簡
と
ほ
ぼ
同

じ
時
期
、
戦
国
中
期
と
推
定
さ
れ
て
い
る
（
注
19)
。
も
と
よ
り
原
著

の
成
立
は
そ
れ
を
遡
る
か
ら
、
ど
ん
な
に
遅
く
と
も
戦
国
前
期
に

は
成
立
し
て
い
た
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
本
来
の
『
曹
沫

之
陳
』
は
竹
簡
六
十
五
本
を
超
す
大
作
で
、
し
か
も
『
曹
沫
之
陳
』

な
る
篇
題
を
備
え
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
安
定
し
た
体
裁
を
保

ち
つ
つ
、
か
な
り
長
期
に
わ
た
っ
て
流
伝
し
て
い
た
と
推
定
で
き

る
。
や
は
り
こ
の
点
も
、
『
曹
沫
之
陳
』
の
成
書
年
代
が
春
秋
後
期

で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
で
あ
ろ
う
（
注
2
0
)
0

こ
れ
は
『
孫
子
』
の
成
立
年
代
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
と
い
え
る

（注
21)
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
者
の
兵
学
に
大
き
な
違
い
が

見
ら
れ
る
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
原
因
の
―
つ
は
、
『
曹
沫
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之
陳
』
が
中
原
の
魯
で
著
作
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
「
之
を
呉
越
に

明
ら
か
に
す
」
（
『
孫
腋
兵
法
』
陳
忌
問
塁
篇
）
と
言
わ
れ
る
よ
う

に
、
『
孫
子
』
が
南
方
の
呉
越
の
地
で
成
立
し
た
と
い
う
地
域
差
に

存
す
る
で
あ
ろ
う
。

歩
兵
部
隊
し
か
持
た
な
か
っ
た
呉
人
が
初
め
て
戦
車
に
よ
る
戦

闘
法
を
知
っ
た
の
は
、
建
国
直
後
の
前
五
八
四
年
、
楚
か
ら
晋
に

亡
命
し
て
残
る
一
族
を
皆
殺
し
に
さ
れ
た
申
公
巫
臣
が
、
楚
に
復

讐
す
る
た
め
、
息
子
の
狐
庸
を
派
遣
し
て
呉
人
に
戦
車
の
操
縦
法
を

教
え
さ
せ
、
楚
へ
の
侵
攻
を
け
し
か
け
た
と
き
で
あ
っ
た
。
そ
れ
以
来
、

呉
軍
も
戦
車
部
隊
を
保
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
長
江
下
流
域
の

水
沢
地
帯
で
戦
車
を
運
用
す
る
に
は
、
そ
れ
相
応
の
努
力
と
工
夫
が

必
要
で
あ
っ
た
。

『
左
伝
』
定
公
四
年
（
前
五

0
六
年
）
に
は
、
侵
攻
し
て
く
る

呉
軍
を
迎
撃
す
る
に
あ
た
り
、
楚
の
大
夫
・
武
城
黒
が
将
軍
・
子

常
に
対
し
、
「
呉
は
木
を
用
い
、
我
は
革
を
用
う
。
久
し
く
す
べ
か

ら
ず
。
速
や
か
に
戦
う
に
如
か
ず
」
と
進
言
し
た
こ
と
が
見
え
る
。

つ
ま
り
、
呉
の
戦
車
は
全
体
が
木
製
な
の
に
対
し
、
楚
の
戦
車
は

皮
革
で
覆
っ
て
あ
る
ぶ
ん
だ
け
腐
り
や
す
く
、
湿
気
の
多
い
湖
沼

地
帯
で
こ
の
ま
ま
呉
軍
と
持
久
戦
に
入
る
の
は
不
利
だ
か
ら
、
早

く
決
戦
を
挑
め
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
呉
人
は
戦
車

を
導
入
し
た
の
ち
、
地
理
的
環
境
に
合
う
よ
う
に
、
戦
車
に
耐
水

性
向
上
の
改
良
を
加
え
た
こ
と
が
分
か
る
。

だ
が
こ
う
し
た
努
力
に
よ
っ
て
も
、
呉
人
に
と
っ
て
、
戦
車
が

依
然
と
し
て
扱
い
に
く
い
兵
器
で
あ
っ
た
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

伍
子
脊
は
呉
王
夫
差
に
対
し
て
、
「
陸
人
は
陸
に
居
り
、
水
人
は
水
に

居
る
。
夫
れ
上
党
の
国
は
、
我
れ
攻
め
て
之
に
勝
つ
も
、
吾
れ
其
の

地
に
居
る
こ
と
能
わ
ず
、
其
の
車
に
乗
る
こ
と
能
わ
ず
」
（
『
国
語
』

越
語
上
）
と
、
呉
と
中
原
諸
国
の
間
に
は
決
定
的
な
地
理
条
件
の

違
い
が
あ
り
、
中
原
で
発
達
し
た
戦
車
が
呉
の
地
形
に
適
さ
な
い

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

そ
の
た
め
呉
は
、
戦
車
に
は
補
助
的
役
割
を
果
た
さ
せ
る
に
止

め
、
依
然
と
し
て
歩
兵
を
軍
の
主
力
と
し
た
。
中
原
に
お
い
て
も
、

春
秋
の
中
期
（
前
六
四
八

S
前
五
二
七
年
）
に
な
る
と
、
「
晋
侯
は

三
行
を
作
り
、
以
て
秋
を
禦
ぐ
」
（
『
左
伝
』
倍
公
二
十
八
年
）
と
、

前
六
三
二
年
に
独
立
の
歩
兵
部
隊
が
組
織
さ
れ
始
め
る
。
戦
車
に

随
伴
す
る
二
義
的
性
格
を
脱
し
た
独
立
の
歩
兵
部
隊
は
、
し
だ
い

に
他
の
中
原
諸
国
に
も
普
及
し
、
そ
の
比
重
も
漸
次
増
加
の
趨
勢

を
辿
っ
て
い
た
。
た
だ
し
、
戦
車
を
持
た
ず
、
山
岳
地
帯
か
ら
出

撃
し
て
く
る
秋
に
対
す
る
必
要
上
設
置
さ
れ
た
と
の
起
源
が
示
す
よ

う
に
、
歩
兵
部
隊
は
ま
だ
補
助
的
役
割
を
果
た
す
に
止
ま
り
、
中
原

諸
国
に
お
け
る
軍
の
主
力
は
、
そ
の
後
も
依
然
と
し
て
戦
車
部
隊
で

あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
呉
で
は
、
前
四
八
二
年
、
呉
王
夫
差
が
黄
池
（
河
南

省
封
邸
）
で
晋
・
周
・
魯
と
会
盟
し
、
晋
と
覇
者
の
地
位
を
激
し
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く
争
っ
た
と
き
、
百
人
↓
一
行
、
百
行
↓
一
方
陣
、
と
の
編
制
に

よ
る
一
万
単
位
の
歩
兵
部
隊
を
三
隊
組
織
し
た
（
『
国
語
』
呉
語
）

よ
う
に
、
完
全
に
歩
兵
中
心
の
軍
隊
編
制
が
と
ら
れ
た
。

呉
の
軍
隊
が
歩
兵
中
心
に
編
制
さ
れ
た
こ
と
は
、
戦
術
の
面
に

も
一
大
変
革
を
も
た
ら
し
た
。
戦
車
に
比
べ
、
歩
兵
は
地
形
の
制

約
を
受
け
る
度
合
い
が
は
る
か
に
低
く
、
そ
れ
だ
け
作
戦
行
動
が

自
由
に
な
る
。
す
な
わ
ち
歩
兵
は
、
戦
車
に
は
超
え
ら
れ
な
い
森

林
•
山
岳
•
水
沢
な
ど
の
険
し
い
地
形
を
も
楽
に
突
破
で
き
、
し

か
も
そ
う
し
た
地
形
を
利
用
し
て
、
行
軍
経
路
を
敵
の
目
か
ら
覆

い
隠
せ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
こ
の
二
つ
の
利
点
を
生
か
し
て
、
複
雑
な
戦
術
の
組
み

立
て
が
可
能
と
な
る
。
兵
力
を
数
部
隊
に
分
け
て
進
撃
さ
せ
、
目

的
地
を
見
破
ら
れ
ぬ
よ
う
に
し
な
が
ら
、
あ
ら
か
じ
め
打
ち
合
わ

せ
て
置
い
た
地
点
に
急
速
に
兵
力
を
集
中
す
る
、
分
進
合
撃
を
用

い
た
敵
軍
の
分
断
と
各
個
撃
破
、
囮
部
隊
に
よ
っ
て
攻
撃
目
標
を

敵
に
誤
ら
せ
る
陽
動
作
戦
、
険
し
い
地
形
に
兵
力
を
潜
ま
せ
て
の

奇
襲
や
待
ち
伏
せ
、
進
軍
を
秘
匿
し
た
迂
回
に
よ
る
敵
軍
の
包
囲

や
背
後
遮
断
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、
そ
れ
ま
で
の
よ
う
な
両
軍
対
陣
後
の
会
戦
と
い
っ

た
様
式
以
外
に
、
戦
闘
そ
の
も
の
が
完
全
な
詭
計
に
よ
っ
て
仕
組

ま
れ
る
と
い
っ
た
、
新
た
な
戦
闘
形
態
が
発
生
し
て
く
る
。
し
た

が
っ
て
敵
を
欺
＜
詭
詐
・
権
謀
は
、
も
は
や
一
個
の
会
戦
内
に
の

み
限
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
開
戦
時
期
の
選
択
か
ら
、
各
部
隊
の

出
撃
や
移
動
、
敵
軍
の
捕
捉
・
攻
撃
、
軍
の
撤
収
に
至
る
ま
で
、

お
よ
そ
軍
事
行
動
の
一
切
を
覆
い
尽
く
す
こ
と
に
な
る
。
「
兵
と
は

詭
道
な
り
」
（
計
篇
）
と
宣
言
す
る
『
孫
子
』
は
、
こ
う
し
た
状
況

を
背
景
に
組
み
立
て
ら
れ
た
兵
学
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
『
曹
沫
之
陳
』
は
、
中
原
の
魯
で
成
立
し
た
た

め
、
中
原
の
伝
統
的
な
戦
車
戦
の
形
態
が
濃
厚
に
保
存
さ
れ
た
の

だ
と
考
え
ら
れ
る
。
『
曹
沫
之
陳
』
が
説
く
兵
法
は
、
『
左
伝
』
が

記
す
長
勺
の
戦
い
と
比
較
し
て
も
、
よ
り
古
風
な
形
態
を
示
し
て

い
る
。長
勺
の
会
戦
で
斉
軍
を
撃
破
し
た
後
、
荘
公
は
た
だ
ち
に
追
撃

に
移
ろ
う
と
す
る
が
、
曹
沫
は
そ
れ
を
制
止
し
、
斉
軍
の
敗
走
が

偽
装
で
は
な
い
こ
と
や
、
追
撃
路
に
伏
兵
が
存
在
し
な
い
こ
と
な

ど
を
確
認
し
た
上
で
、
追
撃
の
許
可
を
出
し
て
い
る
。
偽
り
の
敗

走
、
『
孫
子
』
軍
争
篇
が
「
伴
北
に
は
従
う
勿
か
れ
」
と
警
告
す
る

「
伴
北
」
や
、
撤
退
し
な
が
ら
伏
兵
を
配
置
し
て
、
追
撃
し
て
く

る
敵
を
待
ち
伏
せ
す
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
、
一

個
の
会
戦
に
付
随
す
る
範
囲
内
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
は
敵
を

欺
く
戦
術
が
す
で
に
用
い
ら
れ
て
い
た
状
況
が
語
ら
れ
る
。
『
曹
沫

之
陳
』
に
は
、
こ
う
し
た
戦
術
へ
の
言
及
は
見
ら
れ
な
い
か
ら
、

そ
の
兵
法
は
『
左
伝
』
が
記
す
長
勺
の
戦
い
と
比
較
し
て
も
、
よ

り
古
風
な
形
態
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
。
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荘
公
十
年
（
前
六
八
四
年
）
の
夏
、
斉
は
宋
と
連
合
し
て
再
度

魯
を
攻
撃
し
た
が
、
公
子
恨
が
荘
公
の
制
止
を
無
視
し
て
独
断
で
宋

軍
を
攻
撃
し
、
乗
丘
で
宋
軍
を
大
敗
さ
せ
て
い
る
。
公
子
恨
は
郎
に

到
着
し
た
宋
軍
の
陣
立
て
が
終
了
し
て
い
な
い
の
に
つ
け
込
ん
で
勝
利
し

た
が
、
当
時
は
す
で
に
こ
う
し
た
戦
法
が
用
い
ら
れ
始
め
て
お
り
、
『
左

伝
』
荘
公
十
一
年
に
は
、
乗
丘
の
敗
戦
の
報
復
に
侵
攻
し
て
き
た

宋
軍
を
、
魯
軍
が
ま
た
も
や
「
宋
師
未
だ
陳
せ
ざ
る
に
之
に
薄
る
」
戦

法
で
撃
破
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
し
か
も
「
凡
そ
師
は
、
敵
未
だ
陳

せ
ざ
る
を
、
某
の
師
を
敗
る
と
日
い
、
皆
陳
す
る
を
戦
と
日
い
、
大
い

に
崩
る
る
を
敗
績
と
日
い
、
偶
を
得
る
を
克
と
日
い
、
覆
い
て
之
を
敗

る
は
某
の
師
を
取
る
と
日
う
」
と
、
こ
う
し
た
戦
法
が
決
し
て
珍
し
い

例
外
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
解
説
ま
で
添
え
ら
れ
て
い
る
。

前
六
三
八
年
、
宋
は
乱
水
の
ほ
と
り
で
楚
と
戦
っ
た
が
、
こ
の
と
き

宋
軍
は
す
で
に
万
全
の
布
陣
を
完
了
し
て
お
り
、
一
方
の
楚
軍
は
渡

河
の
最
中
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
臣
下
は
こ
の
機
に
乗
じ
て
攻
撃
す
べ
き
だ

と
進
言
し
た
が
、
襄
公
は
そ
れ
を
卑
劣
な
戦
法
だ
と
は
ね
つ
け
、
楚

軍
が
渡
河
し
、
さ
ら
に
戦
列
を
整
え
終
わ
る
ま
で
待
っ
て
戦
端
を
開
い

た（注
22)
。
結
果
は
宋
軍
の
大
敗
に
終
わ
っ
た
が
、
世
に
宋
襄
の
仁
と
し

て
喧
伝
さ
れ
た
り
も
し
た
。
こ
の
事
例
は
、
「
未
だ
陳
せ
ざ
る
に
之
に

薄
る
」
戦
法
が
一
般
化
し
つ
つ
あ
る
と
と
も
に
、
な
お
そ
れ
を
戦
士
の

美
学
に
反
す
る
と
軽
蔑
す
る
考
え
方
も
、
一
部
に
残
っ
て
い
た
状
況

を
示
し
て
い
る
。
『
曹
沫
之
陳
』
に
は
、
こ
の
手
の
奇
襲
戦
術
が
見

え
ず
、
そ
の
点
で
は
む
し
ろ
『
左
伝
』
が
記
す
乗
丘
の
戦
い
よ
り

も
古
風
な
印
象
を
与
え
る
。

も
と
よ
り
『
左
伝
』
が
記
す
長
勺
の
戦
い
と
『
曹
沫
之
陳
』
の

兵
法
の
間
に
は
、
共
通
点
も
多
い
。
斉
と
の
戦
い
に
踏
み
切
る
際
、

「
民
弗
従
也
」
と
民
の
動
向
が
重
要
な
判
断
材
料
と
さ
れ
る
こ
と
や
、

曹
沫
が
「
夫
戦
勇
氣
也
。
一
鼓
作
氣
、
再
而
衰
、
三
而
喝
。
彼
喝

我
盈
。
故
克
之
」
と
、
会
戦
で
勝
敗
を
決
す
る
鍵
を
勇
気
に
求
め
、

三
度
の
突
撃
に
も
か
か
わ
ら
ず
魯
の
堅
陣
を
突
破
で
き
ず
、
斉
軍
の

気
力
が
尽
き
た
頃
合
い
を
見
計
ら
っ
て
突
撃
命
令
を
発
し
た
点
な
ど

は
、
勇
戦
に
よ
る
突
撃
を
重
視
す
る
『
曹
沫
之
陳
』
の
内
容
と
合
致

し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
『
曹
沫
之
陳
』
の
兵
学
は
、
荘
公
や
曹
沫
と
同
時

代
で
あ
る
春
秋
時
代
前
期
（
前
七
七

O
S
前
六
四
九
年
）
の
状
況

を
基
本
に
据
え
な
が
ら
、
会
戦
の
形
態
に
関
し
て
は
、
そ
れ
よ
り

も
古
い
西
周
期
（
前
―

-
O
O
S
前
七
七
一
年
）
の
伝
統
を
引
き

継
ぐ
一
方
、
民
の
大
量
動
員
に
よ
る
兵
力
数
の
増
加
に
関
し
て
は
、

そ
れ
よ
り
も
新
し
い
春
秋
後
期
（
前
五
二
六

S
前
四

0
四
年
）
の

状
況
を
取
り
込
む
と
い
っ
た
、
新
旧
の
層
が
塁
層
的
に
混
在
す
る

性
格
を
示
し
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
古
代
中
国
兵
法
の
研
究
は
、
現
存
す
る
最
古
の
兵
書

で
あ
る
十
三
篇
『
孫
子
』
か
ら
話
を
始
め
ざ
る
を
得
な
い
状
況
が

続
い
て
い
た
。
だ
が
今
回
の
『
曹
沫
之
陳
』
の
発
見
に
よ
っ
て
、
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典
型
的
な
中
原
の
兵
学
と
、
呉
・
越
と
い
っ
た
長
江
下
流
域
を
舞

台
に
成
立
し
た
兵
学
と
の
比
較
研
究
を
進
め
る
こ
と
が
、
初
め
て

可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

(
1
)

墨
家
の
非
命
説
の
詳
細
に
関
し
て
は
、
拙
著
『
墨
子
』
（
講
談
社
学

術
文
庫
・
一
九
九
八
年
三
月
）
参
照
。

(
2
)

こ
の
点
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
郭
店
楚
簡
『
窮
達
以
時
』

の
「
天
人
之
分
」
に
つ
い
て
」
（
『
集
刊
東
洋
学
』
第
八
十
三
号
・
ニ

0
0
0年
五
月
）
参
照
。

(
3
)

「
櫃
地
母
先
必
取
口
焉
」
の
欠
字
は
、
住
民
を
意
味
す
る
文
字
で
は

な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

(
4
)

以
下
に
続
く
呼
称
と
の
関
係
か
ら
判
断
し
て
、
こ
こ
の
「
将
軍
」

が
常
設
の
官
職
名
だ
っ
た
可
能
性
は
低
く
、
む
し
ろ
「
晋
に
六
将
軍

有
り
」
（
『
墨
子
』
非
攻
中
篇
）
「
呉
王
孫
子
に
問
い
て
日
く
、
六
将
軍

晋
国
の
地
を
分
守
す
」
（
『
孫
子
兵
法
』
呉
問
篇
）
と
い
っ
た
用
法
と

同
じ
く
、
卿
の
身
分
を
指
す
爵
名
だ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

(
5
)

「
敷
獄
大
夫
」
の
「
数
」
は
数
人
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
「
獄
大
夫
」

は
大
夫
の
中
で
特
に
軍
律
維
持
を
職
掌
す
る
者
の
呼
称
で
、
「
獄
」
は

職
分
を
表
示
す
る
名
称
、
大
夫
は
身
分
を
表
示
す
る
爵
名
で
あ
ろ
う
。

「
神
大
夫
」
は
大
夫
の
中
で
も
一
段
身
分
の
低
い
副
官
ク
ラ
ス
を
指

注

7
)

こ
の
未
釈
字
「
屈
_
」
は
‘
文
意
か
ら
「
担
」
字
に
解
釈
し
て
置

す
爵
名
で
あ
ろ
う
。
「
敷
大
官
之
師
」
の
「
敷
」
は
や
は
り
数
人
の
意

味
で
、
「
大
官
」
は
役
所
を
、
「
師
」
は
役
所
の
長
を
指
す
呼
称
で
あ

(
6
)
冒
頭
の
欠
字
は
供
給
の
意
味
を
表
す
文
字
だ
っ
た
と
思
わ
れ
、
こ

こ
で
は
仮
に
「
立
」
字
を
補
っ
て
置
い
た
。

い
た
。

(
8
)
『
孫
子
』
で
は
、
「
兵
者
國
之
大
事
也
」
「
此
兵
家
之
勝
」
（
計
篇
）

と
、
「
兵
」
が
軍
事
の
意
味
で
使
用
さ
れ
る
例
が
多
い
が
、
『
曹
沫
之

陳
』
の
「
兵
」
は
、
す
べ
て
兵
器
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
て
、
軍

事
を
指
す
「
兵
」
の
用
例
は
見
ら
れ
な
い
。

(
9
)
『
孫
子
』
は
行
軍
篇
や
地
形
篇
な
ど
で
、
各
種
の
地
形
が
軍
事
行
動

に
及
ぼ
す
影
響
を
詳
説
す
る
が
、
『
曹
沫
之
陳
』
で
は
、
進
撃
距
離
の

短
さ
を
反
映
し
て
、
地
形
に
言
及
す
る
こ
と
が
少
な
く
、
残
さ
れ
た

竹
簡
の
範
囲
内
で
見
る
限
り
、
地
形
に
触
れ
る
の
は
こ
の
箇
所
の
み

で
あ
る
。

「
寄
託
」

(10)

「
吃
」
は
土
が
小
高
く
盛
り
上
が
っ
た
様
で
、
こ
こ
で
は
敗
走
し
て

散
ら
ば
っ
た
兵
士
を
一
箇
所
に
呼
び
集
め
て
、
密
集
隊
形
を
組
ま
せ

る
意
味
に
取
っ
た
。

(11)

「
欺
尼
」
二
字
は
文
意
か
ら
「
旗
詫
」
に
解
釈
し
た
が
、

の
意
に
取
る
可
能
性
も
あ
る
。

ろ
う
。
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(12)

『
尉
線
子
』
に
は
、
「
明
主
戦
攻
之
日
、
合
鼓
合
角
」
（
攻
権
篇
）
「
夫
将

提
鼓
揮
抱
、
臨
難
決
戦
」
（
武
諮
篇
）
と
あ
る
。

(13)

こ
の
欠
字
は
、
激
励
・
督
戦
の
意
味
を
表
す
文
字
だ
と
思
わ
れ
る
。

(14)

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
竹
田
健
二
「
『
曹
沫
之
陳
』
に
お
け
る
竹
簡

の
綴
合
と
契
口
」
（
『
東
洋
古
典
學
研
究
』
第
十
九
集
・
ニ

0
0
五
年

五
月
）
参
照
。

(15)
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
十
三
篇
『
孫
子
』
の
成
立
事
情
」
（
『
島

根
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
十
三
巻
•
一
九
七
九
年
十
二
月
）
、
及
び

湯
浅
邦
弘
『
中
国
古
代
軍
事
思
想
の
研
究
』
（
研
文
出
版
・
一
九
九
九

年
十
月
）
参
照
。

(16)
こ
の
点
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
孫
子
』
（
講
談
社
学
術
文
庫
・

一
九
九
七
年
六
月
）
参
照
。

(17)
占
い
を
利
用
し
て
味
方
の
士
気
を
高
め
る
方
法
は
、
『
墨
子
』
号
令

篇
に
も
「
巫
祝
史
奥
望
氣
者
、
必
以
善
言
告
民
」
と
見
え
る
。

(18)

長
勺
の
戦
い
に
先
だ
っ
て
曹
沫
と
荘
公
が
問
答
を
交
わ
し
た
と
す

る
記
事
は
、
『
国
語
』
魯
語
上
に
も
見
え
る
が
、
『
国
語
』
の
方
は
戦

前
の
問
答
だ
け
で
記
事
が
終
わ
っ
て
い
て
、
曹
沫
が
魯
軍
を
指
揮
し

て
勝
利
し
た
と
す
る
部
分
は
存
在
し
な
い
。

(19)

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
『
上
博
館
蔵
戦
國
楚
竹
書
研
究
』
（
上
海
書

店
出
版
社
・
ニ

0
0
二
年
三
月
）
所
収
の
「
馬
承
源
先
生
談
上
海
簡
」
、

及
び
李
學
勤
「
孔
孟
之
間
奥
老
荘
之
間
」
（
『
新
出
土
文
献
輿
先
秦
思

想
重
構
國
際
學
術
研
討
會
會
議
論
文
』
二

0
0
五
年
三
月
）
参
照
。

(20)

塞
名
春
「
楚
竹
書
〈
曹
沫
之
陳
〉
奥
《
恨
子
》
侠
文
」
（
『
新
出
土

文
献
輿
先
秦
思
想
重
構
國
際
學
術
研
討
會
會
謡
論
文
』
二

0
0
五
年

三
月
）
は
、
『
曹
沫
之
陳
』
の
「
魯
荘
公
牌
為
大
鐘
、
型
既
成
突
。
曹

沫
入
見
日
」
や
「
今
邦
弾
小
而
鐘
愈
大
。
君
其
圏
之
」
に
近
似
し
た

文
章
が
、
「
恨
子
日
」
と
し
て
諸
書
に
引
用
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、

『
曹
沫
之
陳
』
の
成
書
年
代
の
下
限
を
、
慎
到
が
斉
の
稜
下
で
活
動

し
た
宣
王
・
滑
王
の
時
期
と
す
る
。

(21)

『
孫
子
』
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
十
三
篇
『
孫
子
』
の

成
立
事
情
」
（
『
島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
十
三
巻
）
、
及
び
湯
浅

邦
弘
『
中
国
古
代
軍
事
思
想
の
研
究
』
（
研
文
出
版
）
参
照
。

(22)
『
左
伝
』
僣
公
二
十
二
年
。

附
記
…
小
論
は
、
湯
浅
邦
弘
教
授
（
大
阪
大
学
）
を
研
究
代
表
者
と

す
る
独
立
法
人
日
本
学
術
振
興
会
・
科
学
研
究
費
補
助
金
・

基
盤

B

「
戦
国
楚
簡
の
総
合
的
研
究
」
に
よ
る
研
究
成
果
の

部
で
あ
る
。
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